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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

アジア通貨危機以降、インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の経済活動の回復

に伴い電力需要は伸びており、特に産業が集中する島（ジャワ、バリ、スマトラ、スラウェシ、

カリマンタン）における電力供給能力強化の必要性は高い。一方、近年の国際的な原油価格の高

騰を背景に、インドネシアの発電部門における非石油燃料への転換を図ることが重要課題とされ

ており、2006 年 6 月発表の国家電力総合計画（RUKN）で非石油燃料への転換を強く前面に押し

出した〔エネルギー鉱物資源省（Ministry of Energy and Mineral Resources：MEMR）大臣令

No.2270K/31/MEM/2006（RUKN2006）〕。また、RUKN2006 に加え大統領規定 71 号に基づき、国

有電力会社〔Perusahaan Umum Listrik Negara Persero（Indonesia Electricity Corporation）：PLN〕に

より第 1 次短期電力開発計画「クラッシュプログラム」（2006 年 5 月策定）と称される発電所総

数 40 地点、総出力 1 万 MW（ジャワ・バリ 6,900MW、その他地域 3,100MW）となる石炭火力発

電所の大規模な開発計画を緊急措置的に実施中である（現時点ではジャワ以外の 5 地点は実施延

期が決定しており、最終的に 35 地点となっている）。 

2008 年 11 月策定の RUKN では、気候変動対策として水力・地熱を含む再生可能エネルギーを

主に活用した電源開発をめざすことを目的とした〔MEMR 大臣令 No.2682K/21/MEM/2008

（RUKN2008）〕。RUKN2008 を基に PLN は 2009 年 1 月に第 1 次及び第 2 次クラッシュプログラ

ムを取り込んだ 2009～2018 年間の電力供給総合開発計画（RUPTL）を公表した（RUPTL2009）。 
再生可能エネルギーのなかで、特に水力は枯渇の懸念もなく、大気汚染物質、温室効果ガスで

ある二酸化炭素を排出しないクリーンな再生可能国産エネルギーであるとともに、電源の系統か

らの脱落・大規模負荷の投入・送電線路の故障などの電力供給システムの動揺への即応性が高く、

かつ、柔軟な運転が可能であることから開発ニーズが高い。水力ポテンシャルは 4 万 MW 以上と

いわれているが、既に開発された水力発電施設の合計出力は約 3,000MW にとどまっている。 

これまで豊かな水力ポテンシャルを背景に水力計画が策定されているが、それらは多数の住民

移転を要するなど社会・自然環境への配慮が十分ではなく、現時点では開発可能性が極めて低い

計画が多く含まれている。そこで、現状の社会及び自然環境に配慮した水力開発計画への見直し

（更新）の必要性が高まっている。 
このような背景から、インドネシア政府は既存の 1,000 カ所を超える水力開発計画の見直し、

更新の実施を要請した。本協力準備調査では上記を踏まえ、インドネシア政府からの協力要請の

背景、内容を確認するとともに、開発調査型技術協力の必要性や妥当性を確認したうえで本案件

の事前評価を行う。また、本格調査の実施内容の計画策定に必要な情報・資料を収集・分析し、

先方実施機関と本格調査に係るスコープ案を検討したうえで、協議議事録（M/M）の協議・署名

を行うことを目的として実施する。 
 

１－２ 調査の目的 

本調査は、インドネシア MEMR をはじめとするインドネシア側機関との協議を通じて、本格

調査の範囲・内容・スケジュール等の枠組みの詳細について合意を得るとともに、関係情報の収

集整理・分析を踏まえ本格調査実施のための具体的方法について検討することを目的とする。 
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１－３ 団員構成 

No. 氏 名 
Name 

分 野 
Assignment 

所 属 
Occupation 

派遣期間 
Period 

1 桜庭 昭義 
Mr. Akiyoshi 
SAKURABA 

団 長 
Team Leader 

JICA 産業開発部 参事役 
Senior Advisor to the Director General, 
Industrial Development Department, 
JICA 

2 月 25 日～3 月 4 日

25FEB-4MAR 

2 和田 泰一 
Mr. Yoshikazu 
WADA 

調査企画 
Study Planning 

JICA 産業開発部 資源エネルギーグ

ループ 電力・エネルギー課調査役 
Electric Power and Energy Division, 
Natural Resources and Energy Group, 
Industrial Development Department, 
JICA 

2 月 25 日～3 月 4 日

25FEB-4MAR 

3 和田 正樹 
Mr. Masaki 

WADA 

水力開発計画 
Hydropower 

Development Plan 

日本工営株式会社 
Nippon Koei Co., Ltd. 

2 月 16 日～3 月 6 日

16FEB-6MAR 

4 宮川 喜章 
Mr. Yoshiaki 

MIYAGAWA 

電力開発計画 
Power Development 

Plan 

個人コンサルタント 
Consultant 

2 月 16 日～3 月 6 日

16FEB-6MAR 

5 川田 晋也 
Mr. Shinya 
KAWADA 

環境社会配慮 
Environment and 
Social Consideration

国際航業株式会社 
Kokusai Kogyo Co., Ltd. 

2 月 16 日～3 月 6 日

16FEB-6MAR 

 

１－４ 調査日程 

（1）全体期間：2009 年 2 月 16 日～3 月 6 日 
（2）主な協議・訪問先 

MEMR、PLN、インドネシア国家開発計画庁（Badan Perencanaan Pembanguan Nasional：

BAPPENAS）、森林省（Ministry of Forestry：MOFo）、環境省（Ministry of Environment：MOE）、
世界銀行、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）、在インドネシア日本国大使館 

（3）調査日程 

 月 日 行 程 

1 2/16（月） コンサルタント団員移動（成田→ジャカルタ） 

2 2/17（火） JICA インドネシア事務所協議 
MEMR 電力エネルギー利用総局（DGEEU）及び PLN との協議（現地踏査日程

確認等） 

3 2/18（水） MOE、ドナー（世界銀行、ADB） 

4 2/19（木） MOFo、公共事業省（MPW）、PT Indonesia Power（発電会社）、MEMR（M/M、

S/W ポイント整理）協議 

5 2/20（金） 現地調査（ブランタス川流域）：既設発電所の視察及び候補地点の調査 



－3－ 

6 2/21（土） 現地調査（ブランタス川流域）：既設発電所の視察及び候補地点の調査 

7 2/22（日） 資料整理 

8 2/23（月） MEMR との協議（M/M、S/W ポイント整理） 

9 2/24（火） PLN との協議（M/M、S/W ポイント整理） 

10 2/25（水） JICA 団員移動（成田→ジャカルタ）、団内協議 

11 2/26（木） JICA インドネシア事務所協議、在インドネシア日本国大使館表敬 
MEMR との協議（S/W 案、M/M 案説明）、PLN との協議 

12 2/27（金） MEMR、PLN との協議 

13 2/28（土） S/W（案）修正 

14 3/1（日） 資料整理 

15 3/2（月） MPW、BAPPENAS、MEMR との協議 

16 3/3（火） 在インドネシア日本国大使館報告、JICA インドネシア事務所との協議（今後の

展開について） 
コンサルタント団員：フォローアップ調査 
JICA 団員移動（ジャカルタ→成田） 

17 3/4（水） フォローアップ調査（MEMR、PLN、MOE、他ドナー等） 

18 3/5（木） コンサルタント団員 JICA 事務所報告、コンサルタント団員移動（ジャカルタ

→成田） 

19 3/6（金） AM 成田着 

 

１－５ 主要面談者 

（1）インドネシア関係者 
組織・機関 氏 名 役 職 
BAPPENAS Dr. Ir. Yahya 

Rahamana Hidayat 

Vise Director of Energy, Telecommunication, and 

Information 
MEMR Emmy Perdanahari Director for Electricity Program and Supervision, DGEEU 
MEMR Benhur PL Tobing Deputy Director, Program Division, DGEEU 

MEMR Maritje Hutapea Head of Energy Utilization Division, DGEEU 
MEMR Nini Head of Section of Environmental Protection for Central 

Electricity, DGEEU 
MEMR Mira Suryastuti Head of Sub-directorate of Social Electricity, DGEEU 
MEMR Maryam Ayuni Electricity Cooperation Division, DGEEU 
MEMR Gigih Udi Atmo LPE 

MEMR Satro Romandhi Primary Energy Analyst, DGEEU 
MEMR Chrisnawan.A Section Head of T & D Program Planning, DGEEU 
MEMR Ir. Ellydar Baher Sub-director of Environmental Protection for Electricity, 

DGEEU 
MEMR Ilham Staff of sub-directorate of Environmental Protection for 

Electricity, DGEEU 
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MEMR Muhadi Staff of DTK, DGEEU 
MEMR Zaenul Arief DGEEU 
MEMR Penang Rahimto M DJLPE 
MEMR Trinaldy DPP 
MEMR Bayu Pahloru Staff, DGEEU 
MOE Ary Sudijanto,  Acting Director for EIA 
MOFo Samedi Deputy Director for Protected Area 
MPW Ir. Joko Mulyono DGWR 
MPW Iwan Nusyirwan Director General of Water Resources （DGWR） 
MPW Ir. Widagdo Director of River, Lake and Dam, DGWR 
NCIC A. Sartono Nature Conservation Information Center 
PLN Bambang Praptono Director of Planning and Technology 
PLN Djoko Prasetijo Deputy Director for System Planning 
PLN Monstar Panjaitan Manager Prencanaan luar Jawa （Manager of Planning for 

Outside of Jawa） 
PLN Ir. Srif Sugianto System Planning 
PLN Ir. Agus Rianto System Planning 

PT Indonesia 

Power 

Ir. Sumarna P Internal Auditor 

 

（2）ドナー関係者 

組織・機関 氏 名 役 職 
ADB Rehan Kausar Infrastructure Specialist 

IBRD Leiping Wang Senior Energy Specialist 

IBRD Puguh Imanto Energy Sector 
 

（3）日本側関係者 
組織・機関 氏 名 役 職 
在インドネシア日本国大使館 安楽岡 武 参事官 

在インドネシア日本国大使館 土屋 武大 書記官 
JICA インドネシア事務所 川西 裕之 次 長 
JICA インドネシア事務所 村上 夕香 企画調査員 
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第２章 調査結果の概要 
 

２－１ 調査結果 

本準備調査ではインドネシア関係機関との協議を行い、本格調査の範囲、内容、スケジュール

等について基本的な合意を形成し、M/M に署名を行い確認することとした。 
なお、協議においてインドネシア側は調査対象地域を主要島嶼部（ジャワ、バリ、スマトラ、

スラウェシ、カリマンタン）に限定せず、全土を希望する旨要請があり、調査団側は受け入れる

とともに、双方で調査案件名を以下のとおりマスタープラン調査とすることで合意した。 
 

（案件名） 
The Master Plan Study of Hydropower Development in Republic of Indonesia 

（インドネシア共和国水力開発マスタープラン調査プロジェクト） 
 

他方、協議の過程において MEMR 側から本件調査の Scope of Work（S/W）に加え、全国

の 1MW から 5MW 級の小規模水力開発計画策定調査への協力要請が伝えられた。MEMR は

当初、M/M のなかで小規模水力計画に関する調査について JICA 側のコミットメントの記載

を求めたが、今回の調査とは手法が異なることから本件調査には含めないことを確認し、小

規模水力開発計画の調査については、継続協議を行うことで最終的に合意した。 
 

２－２ S/W の署名について 

MEMR 及び PLN と本準備調査団との間で協議し、合意形成した S/W 案を M/M に添付した。本

準備調査団帰国後、本案件正式採択を受け、JICA 本部において S/W 案の決裁手続きを経たうえ

で、JICA インドネシア事務所を通じて署名を行うことを確認した。 
 

２－３ 本格調査の内容について 

付属資料の S/W 案の内容で協議を行った。本格調査枠組みの概要は以下のとおり。 
（1）調査の目的 

最新の電力需要予測の確認、送電計画との整合性等、電力セクター全体の計画を踏まえた

うえで、水力の位置づけを明確にする。そのうえで、インドネシア主要地域の水力発電開発

ポテンシャルサイトについて技術・経済・環境・資金面を勘案し優先順位づけを行う。さら

に、次の協力ステップにつながる有望な地点を特定し、環境社会配慮面において開発可能な

計画への更新を行うことを目的とする。また、調査の共同実施を通じて水力開発計画に係る

技術移転、人材育成を図る。 
 
（2）調査対象地域 

インドネシア全土。 
 
（3）調査スケジュール 

約 17 カ月間を想定。 
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（4）Scope of the Study 概要 
＜Stage 1＞関連資料の収集・分析 

1） 資料収集 
（ア） 電力需要予測、電源開発計画、系統計画、電力供給計画の確認 
（イ） 電力セクター計画における水力開発の位置づけ整理、整合性確認 
（ウ） これまで実現しなかった、もしくは進捗が遅れている水力開発計画の進捗につい

て、その要因の特定/分析/可能性のあった解決策の検討 
（エ） 水力開発計画の基礎データの収集（包蔵水力、水文、地理、地質） 
（オ） 環境関係情報（社会環境、自然生態系） 

2） データの解析・検討 
（ア） 電力需要・供給の最新計画の分析 
（イ） 水力発電計画のスクリーニングのクライテリア設定（技術・経済・環境面評価基

準、関連送電線） 
（ウ） 水力開発に関する制度、政策面の課題抽出 

なお、上記作業については、重点地域についてめどをつけることを目標とし、主とし

て机上調査による分析を行い必要に応じ現地調査等を実施する。 
3） 重点調査地域/流域の選定 

上記電力開発計画の進捗状況分析及び電力需給想定から、重点地域/流域を選出、地域

ごとの開発方針の検討を行う。 
4） 第 1 回ステークホルダーミーティング開催〔マスタープラン（M/P）の方針及び調査

計画について関係機関と情報共有（環境スコーピングを含む）〕 
 

＜Stage 2＞開発候補地点の優先順位づけ及び開発有望地点の絞り込み 

1） 開発優先順位及び有望地点の絞り込み 

（ア） 現地踏査と環境社会配慮調査の実施 
（イ） 水力発電計画更新の検討 
（ウ） 長期電源開発計画、送電計画との整合性の検討 
（エ） 水力発電計画レビュー及びスクリーニング 
（オ） 有望計画地点の開発優先順位づけ並びに開発有望地点の絞り込み 

2） 水力開発促進のために必要な各種法的枠組み/制度の検討 
 

＜Stage3＞開発有望地点に係る現地調査（プレ F/S）の実施 

1） 第 2 回ステークホルダーミーティングの開催（M/P の方針及び予備的スコーピング案

について関係機関と協議） 
2） 開発有望地点での水文・気象、地形測量、地質調査、環境調査の実施〔水力発電計画

アップグレード（絞り込み地点の計画精度向上）〕 
（ア） 水文・地形調査 

・既存降水量及び水文データの収集と解析、既存及び新規作成の地形図を用いて発

電計画を策定 

（イ） 河川・地質調査 
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・現地河川、地表地質調査の実施 
・ボーリング調査 
・弾性波探査 

（ウ） 環境調査 
・自然環境調査（類型区分図の検討、生物多様性保全のための環境流量、注目種・

群集に関する概要調査） 
・社会環境調査（被影響世帯を対象とした世帯調査、及び意識調査） 

3） 開発有望地点の水力発電計画における上記調査結果を踏まえた開発方式・最適規模・

基本レイアウトの検討 
4） 開発有望地点の概略設計（環境影響の最小化対策及び概算工事費の算定） 

 

＜Stage 4＞水力開発計画更新の検討 
1） 長期電源開発計画における水力開発計画の更新/策定 
2） 開発規模と投入スケジュールの検討 
3） 開発課題の整理・分析（財務評価、投資計画） 

4） 第 3 回ステークホルダーミーティング開催（M/P のドラフトファイナル協議） 
5） 提 言 

・次期協力ステップに向けての提言（環境社会配慮、投資計画等、抽出した課題の

対応策） 
・電力セクターにおける水力開発実施体制整備に対する提言（必要に応じ組織改変、

人材育成計画等を含む） 
 

２－４ 環境社会配慮 

（1）環境影響評価（EIA）制度：環境行政と地方分権化 

インドネシアにおける環境行政は、“Law for Basic Provision for Living Environment 
Management, No.4, 1982”によって整備が開始されて以来、EIA の手続き過程に住民意見を反

映させるシステムの改定等が年々進められ、制度としてはおおむね JICA の環境社会配慮ガ

イドラインに匹敵するレベルに達しているといえる。また、EIA 手続きの過程で、事業者が

EIA 報告書（ANDAL）以外に、「環境管理計画書（RKL）」及び「環境モニタリング計画書（RPL）」
の 2 つの書類を同時に提出し、工事中及び供用後の環境影響を監視するという特色も有して

いる。 
一方、昨年の 2008 年 7 月 16 日に施行された MOE 省令では、インドネシア政府が推進し

ている地方分権化政策の一環として、EIA を管轄する権限が中央政府から地方に分権化され

ている。これを水力開発関係でみると、貯水池型水力の場合は当該州の環境影響管理局が、

また流れ込み式水力の場合は県（Kabupaten）または市（Kota）の環境影響管理局が、それぞ

れ所管することになる。 
 
（2）ステークホルダー協議の実施について 

EIA の TOR 作成にあたって、ステークホルダーの意見を聴取し、それを TOR の内容に反

映させる制度は、JICA のガイドラインとよく類似している。しかも、TOR の説明会におい
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て、「事業に賛成か反対か」という質問を設けた調査票を参加者に配布し、その結果を TOR
の添付資料として、EIA 審査委員会に提出することになっている。したがって、事業者及び

EIA 審査委員会は F/S 調査の早い時期にステークホルダーの事業に対する見解を知ることが

できる。 
しかし、MEMR の EIA 部署の責任者及び MOE の実質的な EIA 責任者は水力開発事業の情

報を早い時期に公開することに危惧の念を抱いており、先方の考え方に従った場合、JICA ガ

イドラインとの整合性が維持できない可能性がある。したがって、本格調査実施に際しては、

できるだけ早期の情報公開に留意するとともに、環境社会配慮調査の TOR 作成時に十分なス

テークホルダーミーティングが実施できるよう MEMR を支援する必要がある。 
 
２－５ 技術移転 

本格調査実施においては、カウンターパートとの共同作業を通じ、水力開発計画策定に必要な

能力向上を図る方針であることを確認した。 
 

２－６ 実施体制について 

カウンターパートは MEMR（政策・制度面）及び、PLN（技術面）とし、本格調査実施前まで

に参加者リストを MEMR が JICA へ連絡する旨確認した。特に、技術面の PLN カウンターパート

の協力・作業支援は限られた調査期間を有効に使い、完成度の高い調査結果を得るために効果的

であることから、PLN 関係者との協議を通じ、全面的協力を確認した。 
 

２－７ 情報・データ 

（1）電力セクターにおける他ドナーの支援状況 
1） 世界銀行 

現在の電力セクターへの支援はアッパーチソカン揚水発電所の建設計画である。揚水案

件に対しては、更に、マテンゲン、グリンデュルの F/S に関与する予定である。一般水力

案件の開発への関心はあり、TA 及びローン案件に対し JICA との協業を希望している。 
Financial Crisis 前より継続してきた地方電化計画に注力してきたが、結果ははかばかし

くない。その理由は、地方電化計画の実施には、現実的に対象地域、調達対象グループ（土

木工事、機器調達、資材調達、施工管理等）ごとの契約の数が多く、それらを管理する能

力がインドネシア側に不足しているためである。今後はスマトラ・カリマンタン・スラウ

ェシの送配電線にシフトしていく方針である。 
2） アジア開発銀行（ADB） 

電力セクターにおいて、電気料金が低く据え置かれていることが、本質的な問題である

と認識している。また、“Too much study, too little investment”を課題ととらえている。 
現在水力関連での TA は実施していない。ローン案件は実施中であるがいずれも小水力

のパッケージである。 
① 小水力発電 出力 4.3MW  費用 930 万米ドル 
② 小水力発電 出力 5.5MW  費用 1,550 万米ドル 
③ 小水力発電 出力 20MW  費用 3,400 万米ドル 
特に③はパプアのプロジェクトであるが、MOFo の保護区問題でストップしている。 
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水力発電開発で最大の問題は住民移転問題と雨量であるが、CDM の視点からもクリーン

なプロジェクトであり、ADB としては大規模なプロジェクトを期待している。 
PLN の側からみた系統への大・中規模電源への投入とは別の視点として、コミュニティ

サイドから分散型電源を促進するプロジェクト形成も大切だと認識している。環境問題に

関して、ADB は EIA を実施すべき基準を設けて、必要に応じて EIA を実施している。 
 

（2）水力開発のための必要基礎データ 
＜地 形＞ 

1） スクリーニング 
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional（BAKOSURTANAL, National Coordination 

Agency for Surveys and Mapping）作成の地形図（ジャワ・バリは 2 万 5,000 分の 1、外島

は主として 5 万分の 1）が利用可能である。 
2） プレ F/S 

既存の航空写真を用いた写真図化、簡易地上測量、並びに河川の縦横断測量を実施す

る。 
 

＜水 文＞ 

1） スクリーニング 

全国の降雨量データ（2008 年まで）は Badan Meteorologi Dan Geofisika（BMG, 
Meteorological and Geophysical Agency）にて、また流量データ（2006 年まで）は Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air〔PUSAIR、公共事業省（Ministry of Public 

Works：MPW）の下部機関〕にて入手可能である。一方 PLN も独自に観測所を有してい

たが、1993 年に管理を地方支局に移管したあとはデータ収集が滞っており、多くの観測

所がその機能を失っていると考えられる。 

2） プレ F/S 
地点ごとに水位観測用のゲージを設置し、継続的に水位観測を行う。また流量観測、

浮遊砂・掃流砂サンプリング並びに水質調査を実施する。 
 

＜地 質＞ 
1） スクリーニング 

「HYDRO INVENTORY AND PRE-FEASIBILITY STUDY」にて構築した GIS データベ

ースにて広域地質図並びに断層位置の検索が可能である。 
2） プレ F/S 

地点ごとに、地表地質調査、ボーリング調査、弾性波調査、室内試験並びに骨材材料

試験を実施する。 
 

（3）環境社会配慮に関するデータ 
MOE を訪問し、環境社会配慮に関する行政手続き、及び関連法について情報収集を行った。

MOFo では自然保護区域の土地利用規制及び分布状況を把握した。また、過去のプロジェク

ト水力開発における環境社会配慮、被影響住民に対する移転補償等について確認するととも
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に、ケサンベン及びカランカテス IV&V の EIA 報告書を入手し影響評価項目、予測手法及び

評価結果等について調査を行った。 
 

（4）工事費用等算出のためのデータ 
工事単価についてはインドネシア国内での類似工事の単価を基に設定をすること、本格調

査時に既往の工事単価データを PLN が提供することを MEMR/PLN と合意し、S/W 案に記載

した。 
 

（5）現地再委託に関するデータ 
プレ F/S の実施にあたり地形測量、地質調査、水文調査並びに環境調査を行う必要がある

ため、現地コンサルタントに作業期間、費用等の確認を行った。また、調査項目の詳細につ

いて MEMR/PLN と合意しその内容を M/M に記載した。 
 
（6）治安情報の確認、提供 

MEMR は必要に応じて現地踏査の際の開発有望地点近傍における安全情報を提供するこ

とを確認した。 
 

２－８ その他 

（1）本邦でのカウンターパート研修 
特に要望は出されなかった。 

 

（2）執務室の提供について 
準備調査団は MEMR 及び PLN に対して通信環境の整った執務スペースの提供を申し入れ

た。その際、共同作業が円滑に行えるような配慮を要望した。MEMR 及び PLN は執務スペ

ースにつき了承したが、国内の通信事情は悪いことからインターネットの使用は制約がある

ことが伝えられた。 
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第３章 所     感 
 

３－１ 団長所感 

インドネシア水力開発計画更新支援プロジェクトの協力準備調査で 2 月 25 日～3 月 4 日の間ジ

ャカルタに出張し、カウンターパートである MEMR、PLN をはじめ援助窓口の BAPPENAS、MPW
等の関係機関を訪問し、プロジェクトの内容等に関する協議を行った。 

残念ながら、MEMR のカウンターパートの出張等もあり、小職出張中には M/M の合意に至ら

なかったが、その後、JICA インドネシア事務所、MEMR に派遣されている斉藤専門家、官団員

帰国後も現地で対応した業務コンサルタントの努力により MEMR と事業の内容について実質合

意に達したと聞いており、これら日本側関係者の努力に感謝するとともに、今回の協議を通じて

本件事業を実施するうえで留意すべき点を以下のとおり報告する。 
 

（1）エネルギー鉱物資源省（MEMR）の関与 
今回のプロジェクトのカウンターパートは、MEMR と PLN の両者となっているが、本件

プロジェクトが比較的大規模の水力発電計画のレビューをするとともに、有望な案件を対象

としたプレ F/S の実施であることから、PLN の関心は高いものの、MEMR の関心は限定的に

なっている。今回の協議でも MEMR の関心は本件のスコープに入っていない小水力に集中

していた。本件プロジェクト自体は、PLN との協力が中心であり、プロジェクト実施中の

MEMR の関与は限定的になると思われるが、本件成果を政府の開発計画等に位置づけていく

ことを考慮すると、本件調査の実施段階から MEMR とも情報共有等を通じて関与させるこ

とが重要。 

MPW によると、BAPPENAS、MPW の次官級と PLN の社長の 3 者で多目的ダムの推進に

ついて調整会議を実施しているが、MEMR には声をかけても参加していない状況のようなの

で、MEMR の参加には相当の働きかけが必要。いずれにしても、電力需要を踏まえた電力の

安定供給を図るための電源開発計画は政策レベルでは MEMR に責任があると考えられるの

で、本件プロジェクトの実施により MEMR の意識を向上させることも必要。 
 

（2）調査結果の活用 
今回の調査は、世界銀行が 1999 年に実施した調査で選定された水力発電計画のアップデ

ートを目的としており、有望案件 5 件までについてプレ F/S の実施も想定している。インド

ネシアの電力需要は、今後も堅調に推移する見込みであり、新たな電源開発はプライオリテ

ィの高い政策だと思われる。現地で活動している日系企業からも計画停電による事業への影

響を懸念する声も聞かれる。このような状況を踏まえると、今回対象とする水力発電計画が

しっかりと実施できることが大事である。このためには、BAPPENAS による開発計画にしっ

かりと位置づけられることが重要であり、また、スキーム間連携を考慮すると円借款は重要

な出口であると考えられるので、円借款の要望リストに加えられる必要がある。このような

観点から、BAPPENAS、財務省（Ministry of Finance：MOF）を含む関係機関への情報共有も

重要となる。 
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（3）小水力に関する協力 
今回の協議では、プロジェクトのスコープとして位置づけていなかった小水力が特に

MEMR との協議での重要な議題となった。今後、小水力についてどのような協力をするのか

現地ベースで検討することになるが、この検討をするうえで以下の点に留意する必要がある。 
1） 小水力のインドネシア政府内の役割の明確化 

今回の協議で小水力発電についての要望が出されたが、ミッションが面談した部局は、

PLN を所管し比較的規模の大きな電源開発を担当しており、1MW 以下のマイクロ水力は

別の部局が担当している。また、インドネシアでは地方分権法により、地方政府の権限を

強めており、特にオフグリッドの分散型の水力発電の開発は地方政府が主体となっている。

このようなインドネシア政府内の役割分担を踏まえて調査を実施する必要がある。 
2） 他ドナーとの調整 

小水力については、多くのドナーが関心を有しており、今回 BAPPENAS で聴取したと

ころ、UNDP、GTZ、オランダの援助機関が協力している。特に UNDP は、化石燃料を使

用した発電設備からの温室効果ガスの排出削減を主目的とした Integrated Microhydro 
Development & Application Program〔IMIDAP 222 万 5,000 米ドル、現在 Team Leader 及び団

員を人選中（2009 年 2 月時点）〕を立ち上げ、今まで種々の機関が実施してきた調査・建

設の経験を集約して、全国規模の小水力開発を促進する計画である。わが国が協力するに

あたっては、このような他ドナーの協力との整合を図る必要がある。 
 

３－２ 水力開発計画所感 

近年インドネシアでの水力の新規開発は順調に進んでいるとはいえず、計画の遅れが顕著にな

っている。こうした状況を打開するためには、実施が確実に見込まれる有望な開発候補案件の特

定が焦眉の急であると考えられる。既往の計画（詳細設計、F/S、プレ F/S）のなかには、環境負

荷の大きい貯水池式水力が含まれている一方、優良な流れ込み式水力も複数あると考えられ、こ

れらを速やかに次段階に進めるべき「コア・プロジェクト」として特定するとともに、案件の実

施を促進する方策を検討する必要がある。 
一方、新規の開発候補案件の特定は 1999 年に世界銀行の資金援助を得て実施された「HYDRO 

INVENTORY AND PRE-FEASIBILITY STUDY」がそのベースになる。同調査では 1,249 件のポテ

ンシャルを絞り込んだ結果、116 件を開発有望案件として選定しており（注：東ティモールを含

む）、そのタイプ別内訳は貯水池式が 35 案件、流れ込み式が 79 案件、低ダム-水路式 1 案件、自

然湖流出式 1 案件となっている。環境面を考えると貯水池式の開発は厳しいが、それを除いても

候補案件は十分にある。 

上記世界銀行調査では 5～10MW 程度の中規模流れ込み式案件も抽出されたが、スクリーニン

グの途中段階にて規模が小さいことを理由に優先案件から除外された。しかしながら需給が逼迫

している地域ではこれらの案件も必要性が高いと考えられ、経済性が確保できれば有望な候補案

件になり得る。 
また、現在実施中のアサハン 3 水力は、環境負荷を低減するために貯水池式水力として計画さ

れていた案件を流れ込み式水力に更新し円借款へとつなげた事例であるが、同様の視点で過去に

貯水池式として計画された案件を流れ込み式に変更することで、新たに有望な候補案件を創出で

きる可能性がある。 
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一方、ジャワ島ではピーク対応電源として PLN 電力供給計画にアッパーチソカン、マテンゲン、

グリンデュルの 3 件の揚水案件が挙げられている。うち、アッパーチソカンは詳細設計、マテン

ゲンはプレ F/S が終了しており、いずれも世界銀行主導で進められている。3 件目の揚水地点と

して、グリンデュルを含めた代替案を再度レビューし、環境負荷・経済性の観点から有望な候補

案件を特定する必要がある。また既設ダム・発電所の拡張/更新により、新たに大規模な貯水池を

設けずにピーク対応電源を設ける案も検討に値する。 
さらに、PLN 電力供給計画によればスマトラ島は系統負荷が 2008 年時点で 3,100MW 程度であ

るが、10 年以内に 6,000MW 級に拡張することが予想されている。同規模を考えると、将来的に

揚水発電をピーク対応電源として開発する可能性を検討することが望ましい。 
以上の認識を基に MEMR 及び PLN と協議を重ね、本格調査で扱う調査対象案件を M/M に記載

するとおりとすることで合意を得た。包括的なリストとなっているため、限られた期間内で効率

よくスクリーニングを行い、案件を絞り込む必要がある。調査初期の段階で重点地域、経済性並

びに環境社会配慮により案件数を 20 件程度に絞り込み、現地調査を経て最終的に 5 件程度のプレ

F/S 案件を選定する、といった手順が想定される。 
一方、水力の新規開発促進のためには、ODA や国際融資機関の支援による開発のほか、民間投

資環境の改善が必要である。また既に建設ステージに入っている案件についても、インドネシア

国内の手続きの不適切さにより進捗が滞っているケースが散見される。組織並びに制度上の検討

と提言が重要である。 
 
 



－14－ 

第４章 電力開発計画の現状と課題 
 

４－１ インドネシアにおける電力開発政策と開発体制 

インドネシアでは過去、電力事業権保持者（PKUK）として、PLN が同国の電源開発を含むす

べての電力供給を実施してきた。しかし、高い電力需要を満たすことができなかったことから、

自家用及び公共目的のための発電を行う協同組合、民間、産業という他の事業者からの参加が必

要となった。「民間による電力供給事業に関する大統領令 1992 年 37 号」の発行により、政府によ

り計画された開発計画のみならず、民間の参加を通じたプロジェクトも大規模な公共目的の電力

事業として、一般電力事業許可保持者（PIUKU）に対し、電源開発を含む電力供給事業の門戸が

開かれた。 
2002 年に「電力に関する法律 2002 年 20 号」が発効された。この法律は、事業の機能ごとに電

力事業の実施について定めていた。その趣旨は、電力供給はすべての事業者に同じ待遇を与え、

消費者に平等で均等な利益を提供できる健全な事業環境における競争と透明性を図り、効率的に

実施される必要があるとした。しかし、2004 年 12 月 15 日、憲法 33 条 2 項「国民の生活に影響

を与える産業部門は国家が運営･管理する」に抵触するとの理由で憲法裁判所の違憲判決により同

法は無効となり、元の「電力に関する法律 1985 年 15 号」が再発効された。それによって、従来

と同様、公共目的の電力供給事業は PKUK と PIUKU が実施することとなった（出展：RUKN、

第 2 章）。 

そのため、従来同様、電力開発政策の立案・策定は MEMR が行い、電力開発は、PLN（PKUK）

及び PIUKU がそれぞれの電力供給施設の開発を担当している。また、RUKN 第 2 章、2.1 項で、

電力供給は電力供給事業の責任をもつ国営企業が担うが、十分かつ均等に電力を供給し、国力を

高めるために、国益を害さない範囲で、電力供給事業許可に基づき、協同組合及びその他の事業

体に電力供給の機会が与えられると説明されていることからも、電力開発の主体は国営企業であ

る PLN であるが、それを補完するためにそれ以外の電力事業者、PIUKU も開発の一部を担うと

いう体制となっている。最新の MEMR と電力エネルギー利用総局（Directorate General of Electricity 
and Energy Utilization：DGEEU）及び PLN の組織図を図 4-1、4-2 に示す。 
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図４－１ MEMR 及び DGEEU の組織図 
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図４－２ PLN の組織図 

 

４－２ 電力需要の現状と今後の動向 

各種の文献、報告書にインドネシアにおける電力需要の増加が著しく、需要に対する供給力不

足が年々深刻さを深めていると説明されている。それを裏書きするように、2006 年に改定された

RUKN2006 が存在するにもかかわらず、同年、大統領令 71 号により、PLN に対し、総設備容量 1
万 MW の石炭火力を 2009～2010 年の間に完成させるよう指示がなされた。 

表 4-1 に 2003～2007 年の間の電力系統に供給された電力量の実績値を示す。表 4-1 から年平均

増加率 6.0％であり、一般的にいわれている電力需要の増加が著しい状況がみえてこない。しか

しながら、収集した資料の分析の結果から、その原因は、供給サイド（PLN）の電源開発が計画

どおりに進まず、著しい需要増加に追いつけないため意識的に新規の需要家への接続を遅らせて

いることによるものと考えられる。すなわち、PLN の総発電設備容量は、2003 年の 2 万 1,206MW

から 2007 年に 2 万 5,223MW に増設されているが、この年平均増加率は 4.4％であり、全体の供

給電力量の年平均増加率 6.0％よりはるかに低い数値であることからも推定される。すなわち、

需要の増加の勢いに PLN の電源開発は追いつけず、大きな需要増加の圧力に抗しきれず、独自の

新規開発に既存施設の効率的運用、Independent Power Producer（IPP、独立電気卸事業者）からの

追加購入を合わせて、系統運用上許容される範囲内での新規需要家への接続を実施した努力の結

果として、供給電力量の増加が実績値として現れたものと考えられる。 
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表４－１ 供給電力量実績 2003～2007 年（GWh） 

  2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 Incr. 

I. Whole Indonesia   
 From PLN 92,481 96,191 101,282 104,469 111,241 4.7％
 From IPP 20,539 24,053 26,088 28,640 31,199 11.0％
 Total 113,020 120,244 127,370 133,108 142,441 6.0％
 ％ Share of IPP （18.2％） （20.0％） （20.5％） （21.5％） （21.9％） 

II. Java-Madura-Bali   

 From PLN 70,791 73,200 76,523 78,574 81,354 3.5％
 From IPP 19,151 22,293 23,435 24,802 26,621 8.6％
 Total 89,942 95,493 99,958 103,376 107,975 4.7％
 ％ Share of IPP （21.3％） （23.3％） （23.4％） （24.0％） （24.7％） 

III. Outside Java-Bali   
 From PLN 21,690 22,991 24,759 25,895 29,887 8.3％
 From IPP 1,388 1,760 2,653 3,838 4,578 34.8％
 Total 23,078 24,751 27,412 29,732 34,466 10.5％
 ％ Share of IPP （6.0％） （7.1％） （9.7％） （12.9％） （13.3％） 

出展：Statistic PLN 2007 and PT Indonesia Power’s Statistic Report 2007 
 

他方、表 4-2 に示すように、世界的な資源の異常な高騰や、更に、インドネシアではルピア貨

の価格の異常な低下が続いているにもかかわらず、電気料金は、ルピア貨ベースでほぼ横ばいの

状態で推移してきている。これは逆にみると、資源の値上がりにもかかわらず、資源価格の動向

に逆らって電気料金を値下げしていることになる。このような非常に安い電気料金の設定は、国

家から補助金が支給されることにより維持されている。 
 

表４－２ 需要家グループ別平均販売価格（Rp/kWh） 

需要家 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 増加率 

家 庭 522.5 557.8 563.1 571.1 571.8 2.3％ 

工 場 530.3 559.1 569.9 624.2 621.3 4.0％ 

商 業 661.4 682.3 694.7 764.2 772.5 4.0％ 

学校等 538.1 568.6 569.9 585.3 574.1 1.6％ 

政府施設 725.9 712.5 730.3 755.5 743.4 0.6％ 

街 灯 595.0 639.0 628.7 644.9 647.7 2.1％ 

平 均 550.7 581.7 590.9 628.1 629.2 3.4％ 

出展：Statistic PLN 2007, Table 49 
 

2007 年から現在まで、石油価格の異常な高騰の結果として、PLN の供給信頼度や経済的な理由

から自家発電に依存してきた多くの工場群が、上記のように政府の政策の一環として燃料の国際

市場の動向にかかわらず低く抑えられてきた PLN の電気を求めることとなり、電力供給源を公共
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電力に切り替える動きが激しい状況にある。事実、後述の MEMR の RUKN に電力需要予測にお

いて「PLN の待機需要家リストの推定総需要 6,000MW に留意した」と明記されている（RUKN
第 4 章、第 1 項：電力需要予測）。 

したがって、現在の需要動向はあくまでも供給力不足の状況下のものであり、新規の電源開発、

IPP による電源開発の進展に合わせて、PLN が待機需要家への接続・増容量が可能になり、需要

は待機需要家への接続のペースに合わせ増加するものと考えられる。2009 年 2 月時点での PLN
関係者へのインタビューにおいて、2008 年初めに比較してピーク需要のみならず全体的に需要が

低迷しているとのことであったが、待機需要家への本格的な接続開始は、クラッシュプログラム

に従って建設が進められている最初の発電所が系統に投入されるころ（2009～2010 年）以降と考

えられる。 
以上の状況から、潜在的電力需要の増加傾向が著しいがあえて実際の需要を抑制してきており、

電源開発が設備過剰等のネガティブな影響を受けることは少なく、政府の電気料金政策が今後も

継続すると仮定するなら、当分の間、供給力不足の状況が継続するものと考えられる。 
 

４－３ 短期電源開発計画 

前節で説明したように PLN の電源開発の遅れから、慢性的な電力供給不足の状況が続いてきて

いた。そのような状況下において燃料資源の高騰によりそれまで自家発電に頼ってきた工場群の

公共電気供給への切り替え要求が強まり、電力供給危機が発生し始めている地域、または、その

おそれがある地域が顕在化してきていた。 
2006 年に 20 年間の RUKN2006 が策定されていたにもかかわらず、大統領令 2006 年 71 号が発

効された。これにより PLN が自らの財務状況に基づき、利用可能な資金調達方法により、石油消

費の目立つ地域、電力需要増加の著しい地域、供給力不足危機地域及び可能性の高い地域等に焦

点をあてた、2009 年までに総設備容量 1 万 MW の石炭火力の建設を行うことになった。この短

期電源開発計画は、Fast Track Program、Acceleration Program またはクラッシュプログラムと呼ば

れている石炭火力開発計画である。 
さらに、迅速に電力供給危機を克服し、停電を回避するために、電源の借り入れ、自家発電の

余剰電力の購入、建設期間の短い電源の調達等の短期対応プログラムが実施されている。この計

画の一環かどうか判然としないが、ジャワ以外の地域において電源の借り上げが 2007 年の

569MW から 2008 年に 1,073MW に急増している。 
1 万 MW クラッシュプログラムの内訳は、ジャワ地域に 10 プロジェクト、総出力 6,900MW、

ジャワ以外の地域で 30 プロジェクト、総出力 3,100MW の合計 1 万 MW である。後述の RUKN2008
によると、ジャワの 10 プロジェクトのうち 9 プロジェクト（合計出力 6,860MW）は既に調達契

約を締結しており、残り 1 プロジェクトは開発地域を変更して、再入札を行っているとのことで

ある。また、ジャワ以外では、22 プロジェクト（合計出力 1,960MW）は既に調達契約を完了し

ているが、2 プロジェクト（総出力 40MW）は価格交渉中、1 プロジェクト（出力 100MW）は再

入札中、残り 5 プロジェクト（合計出力 304～404MW）は実施延期となっているとのことである。

なお、調達は EPC 方式、すなわち、設計（Engineering）、機器材調達（Procurement）及び建設

（Construction）を含んだ契約となっている。 

上記に加え、石炭以外の発電用 1 次エネルギーの多様化と再生可能エネルギーの活用を目的と

し、2014 年ごろ完成を目標としたクラッシュプログラム Phase-II が、2008 年 6 月に PLN により
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策定された。しかしながら、再生可能エネルギーポテンシャル（水力・地熱）の準備不足から、

石炭火力が大きな部分を占める結果となっている。この短期計画は、石炭火力：7,616MW、水力

発電所：174MW（アサハン 3）、地熱発電：2,125MW、複合火力：1,440MW、合計 1 万 1,355MW
の開発を含んでいる。なお、Phase-I はすべてを PLN が開発を担当することになっているが、

Phase-II では、PLN が 7,649MW、IPP が 3,708MW を開発する計画になっている。 
Java-Madura-Bali 地域では石炭火力：5,000MW、地熱：1,145MW、複合火力：1,200MW の開発

が計画されているが、その石炭火力の単機容量は、系統規模を考慮して 1,000MW 機が始めて投

入される計画となっており、複合火力 1,200MW は Muara Tawar Add-on 2、3、4 であり 2011～2012
年の需要対応を期待されている。 

地熱開発は基本的に IPP により行われる。計画されたプロジェクトの多くは MEMR 大臣が設定

した 12 の地熱開発地域（WKP）内にあり、それらは 2014 年までに完成の見込みであるが、WKP
以外の地域のプロジェクトは 2014 年以降に完成がずれ込む可能性が高い。 
 
４－４ 長中期電源開発計画 

インドネシアでは、すべての国民に対し十分で、均等で、信頼性があり、持続的な電気を供給

するために、MEMR は後述の今後 20 年間（長期）の RUKN を策定し、それを基に、PLN はより

具体的な 10 年間（中期）の RUPTL を策定している。なお、RUPTL2009 は現実的な総合的な開

発計画であり、PLN 及び IPP の電源開発計画を含んだものとなっている。 
 

４－４－１ 国家電力総合計画（RUKN） 

2006 年 6 月 30 日付 MEMR 大臣令 No.2270K/31.MEM/2006 で RUKN2006 が発効されたが、前

節で説明したように、大統領令 2006 年 71 号が発効されたことで、クラッシュプログラム Phase-I
が既に建設に着手されており、Phase-II の建設中・準備中の状況にある。 

このように、クラッシュプログラムとの整合性のみならず、クラッシュプログラム自体にも

完成時期のずれ込みが顕在化してきているものもあり、国家レベルでの必要な電源開発容量を

満たすためにも RUKN2006 の改定が必要とされた。さらに、MEMR 大臣が定めた 12 カ所の

WKP は今後の地熱開発の引き金となり得ることから、再生可能エネルギーである水力、地熱等

を利用した電源開発の加速化により、国家エネルギー消費の石油依存度の低減が可能となるの

で、これらの再生可能エネルギー開発の具体的な方策を織り込む必要がある。 
以上説明した事情もあり、RUKN2006 は改定され、2008 年 11 月 13 日付 MEMR 大臣令

No.2682K/21/MEM/2008 で改定された RUKN2008～2027（RUKN2008）が発効した。なお、

RUKN2008 は電力需要予測、投資・資金政策、発電用 1 次エネルギー、新・再生可能エネルギ

ーの利用政策等を包括した総合的な電力計画である。また、PLN 及び PIUKU が今後の電力セ

クターの開発を進めるための指針・参考となるものとされている。なお、同大臣令に「RUKN
は、状況の変化に応じて毎年見直されるものとする」と明記されている。 

 

RUKN2008 の構成及び概略の記述内容は以下のとおりである。 
（1）第 1 章 序論：RUKN2006 改定の背景、電力セクターの展望・使命、改定の目的及び改

定の法的根拠等について説明している。 
（2）第 2 章 国家電力セクターの政策：電力セクターの政策の変遷、電気料金を含む電力供
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給政策、発電用 1 次エネルギーの利用政策、地方電化と社会的使命への対応方針、環境保

護政策、製品認証・技術者の能力認証にも言及した標準化・保安・安全の監督政策、電力

需給管理、電力供給危機への対応等の政策・政府方針について説明している。 
（3）第 3 章 電力事情：地域別に、2007 年の電力需給の現状、すなわち、発電設備容量、送

電線の敷設状況、販売電力量、家庭電化率、村落電化率等について説明している。しかし、

この種の概説は適度に整理された数種の地域別の表を添付し、補足的な説明をするだけで

よく、その方が数値の欠落もなく、理解しやすいはずである。 
（4）第 4 章 電力供給計画： 

電力需要予測：基礎となる経済成長率（全国平均 6.1％）、人口増加率（ジャワ：1.0％、

それ以外：1.7％）、電化率目標値等の予測値を基に、地域別に需要予測を行い、それらを

積み上げて全体の需要予測値としている。本来、国家政策決定のための予測値は地域別・

需要家グループ別のミクロな予測値を積み上げるのではなく、他分野の国家政策との整合

性の取れた、マクロな経済指標等をベースに全国規模の需要想定を行う方が国家政策とし

ての需要の今後の動向を示すうえでベターと考える。そのマクロな需要想定値が下位の開

発計画、すなわち、電源拡充、送電網整備、配電網整備等の電力開発計画の基礎として使

用されることにより電力開発計画全体が上位及び他分野との整合性の取れた開発計画と

することが可能となる。 
 

表 4-3 に想定された Java-Madura-Bali 地域の需要予測結果を参考に示す。 
 

表４－３ Java-Madura-Bali 地域の需要予測 

需要 2008 年 2018 年 2027 年 年平均 

グループ TWh 構成（％） TWh 構成（％） TWh 構成（％） 増加率 

家庭用 42.48 37.8 140.21 49.8 406.36 59.4 12.6％ 

公 共 6.47 5.8 18.87 6.7 48.53 7.1 11.2％ 

商 業 19.30 17.2 59.94 21.3 147.42 21.5 11.3％ 

産 業 43.99 39.2 62.80 22.3 81.89 12.0 3.3％ 

合 計 112.23 100 281.82 100 684.20 100 10.0％ 

出展：RUKN2008-2027 を加工 
 

RUKN2008 では経済成長率、需要弾性値、電化率目標値等、前提となる指標の説明をし

ているが、随所に矛盾が散見される需要予測結果といえる。表を見れば明らかなごとく、

家庭用の電灯需要の増加率が 12.6％に対し、産業はわずか 3.3％である。一般的に、製造

業分野の著しい発展に伴い、その発展を支える電力需要も増加する。その結果として国家

の全体経済が伸び、国民の収入も増加するという図式を示す。通常、経済成長率に対する

弾性値は、経済成長の基盤である製造業が最も高く、次いで商業部門である。 
一方、表 4-4 に示すように過去の販売電力量実績値は必ずしも一般的な状況を示してい

ないのも事実である。なお、増加率は 5 年間の年平均である。 
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表４－４ 販売電力量実績（TWh） 

 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 増加率 

家庭用 35.75 38.59 41.18 43.75 47.32 6.8％ 

公 共 4.97 5.93 6.38 6.83 7.51 11.2％ 

商 業 13.22 15.26 17.02 18.42 20.61 11.7％ 

産 業 36.50 40.32 42.45 43.62 45.80 4.5％ 

合 計 90.44 100.10 107.03 112.61 121.25 6.8％ 

出展：Statistic PLN 2007 
 

表 4-4 を見る限り、RUKN2008 の需要想定は家庭用を除き過去 5 年間の年平均増加率と

ほぼ同レベルの結果となっている。しかし、インドネシアでは燃料価格は比較的安く、輸

入という垣根がほとんどなく、安定した供給を受けることができることから多くの製造業

は、PLN の供給信頼度の問題もあり、自家用発電に依存してきている。さらに、PLN の慢

性的な発電設備の開発の遅れから意識的に産業需要家の系統への取り込みを積極的に進

めてこなかった事情もあり、低い産業需要の増加率となっているものと考えられる。 
 

以下 RUKN2008 の需要想定の主なる矛盾点を説明する。 
1） 表 4-2 に示すように産業用の需要実績は低い増加率を示しているが、RUKN2008 本文

にも明記されている「6,000MW の待機需要の需要予測への取り込み」がどのような方法

でどのグループの需要に反映されているか不明である。本来なら待機需要のかなりの部

分が産業用需要として取り込まれ、クラッシュプログラムの開発に合わせ急激に産業分

野の需要が増加するはずなのに、数値となってみえていない。 

2） 家庭用の電灯需要は、既に系統に接続されている需要家の収入増加に伴う需要増と新

規に接続される需要家の需要から構成される。しかし、RUKN2008 の需要想定では、

Java-Madura-Bali 地域の 2007 年の電化率は 76.1％（全国：64.3％）で 2020 年に 100％の

目標に達するとしており、この目標に沿って新規需要家が増加したとしても 20 年間平

均 12.6％の増加への寄与率は低いものと考えられる。換言すると、当該地域の家庭収入

増加は経済成長率 6.1％よりはるかに高い率（約 2 倍）で増加し、それが需要を押し上

げるとみていることになる。 
・ 電源：電源拡充計画も地域別に策定した需要想定を基に、地域別に想定した年負荷率、

損失、設備予備率等から、系統に供給されるべき電力量、最大負荷を求め、設備の廃

棄計画を考慮し、計画対象期間（2008～2027 年）の電源開発の必要量を算定している。

算定方法に特段の問題点はないと思われる。 
・送電開発：今後 3 年間は現在クラッシュプログラムで開発が進められている新規電源

のための送電線建設を優先するとしている。また、 Java-Madura-Bali 系統では

500kV/150kV による開発、それ以外では 275kV/150kV/70kV による開発となり、

Java-Sumatra 間の連系送電線開発は、技術・経済・社会的側面に留意し、検証を行っ

たあとに実施するとしている。さらに、Java-Bali 間の 500kV 連系送電線計画はバリ島

の負荷急増の対応策の 1 つであるとしている。 
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・配電：販売電力量の増加を予測したうえで、信頼レベルを維持し、サービスの向上を

目的として整備するとしている。また、グリッドによる電化が効率的でない場合は独

立電源の適用が可能としている。 
・地域別電力需給計画：地域別の需要想定の基礎となった人口増加率、GDP 成長率、電

化率目標を説明し、2027 年における販売電力量、最大電力等の予測結果を示してある。 
・電用 1 次エネルギー計画：発電用の 1 次エネルギーの構成比率は表 4-5 に示すように

予想されるとしている。また、MEMR 大臣が定めた 12 の WKP の所在地・開発可能容

量が示されている。なお、原子力発電に関する記述はない。 
 

表４－５ 発電用 1 次エネルギー構成比率（％） 

 2008 年 2010 年 2012 年 2014 年 2016 年 2018 年 

石 炭 45 62 65 64 64 63 

石油燃料 26 5 2 2 2 2 

地 熱 5 5 8 10 10 12 

ガス/LNG 17 21 19 18 18 17 

水力 7 7 6 6 6 6 

出展：RUKN2008～2027、表 4 
 

・地方電化プログラム：後述。 

（5）第 5 章 エネルギー資源ポテンシャル：発電用エネルギー源の概説及び地域別の以下の

利用可能なエネルギー源を俯瞰している。 

・石炭：石炭資源の総量は 931 億 t とされ、推定埋蔵量、確認埋蔵量、低質炭の数量が示

してあるが、“Mineral, Coal, Geothermal and Groundwater Statistics 2008”に示す数値と比

較しても、記述内容の確認が取れない。特に、本文の表 5 に地域別の石炭資源の量が示

してあるが、特に、ランプン、東カリマンタンの数値と Statistics 2008 に示す数値が大き

くかけ離れている。 
・天然ガス：複合発電（PLTGU）にも利用される天然ガス資源は 164.99TSCF に達し、最

大は Kep Natuna の 53.05TSCF、次いで、南スマトラ、西パプア、東カリマンタンの順と

なっている。 
・石油：小規模かつ孤立した需要地やガス供給を待っている PLTG や PLTGU を除き、発電

用のエネルギー源としての石油燃料の利用はできるだけ回避し、削減していくとしてい

る。石油資源は 8,403MMSTB で、その半分は Riau 州である。反面、いまだに、特に孤

立した小規模電力供給系統の電源として使用されているディーゼル発電設備（約

3,000MW）の石油燃料の動向・削減目標等には言及していない。 

・水力：十分な 4 万 2,853MW のポテンシャル有しており、電力安定供給のために有効に

活用する必要があるとしているが、具体的な開発方針等が示されていない。 

・地熱：地熱ポテンシャルは 27.5GWe に達すると推定されており、全土 256 カ所に分布し、

世界最大であり、全体の 40％を占めるとしている。確認埋蔵量は 2,287MWe でそのうち

ジャワ島は 1,535MWe である。現在運転されている地熱発電容量は 1,052MWe で 2018 年



－23－ 

には開発を進め 7,050MWe に達すると期待しているとしている。 
（6）第 6 章 投資資金の必要性：表 4-6 に電源開発、送変電網の整備、配電網の整備に必要

となる資金の概算が示されている。ただし、送変配電設備は 2015 年までの必要資金を示し

てある。発電設備の開発単価を 1,000 米ドル/kW として算定しており、そのほかに対して

は算定根拠が不明である。 
 

  表４－６ 2008～2027 年の電力設備に必要な資金 （100 万米ドル） 

設 備 Java-Madura-Bali それ以外 合計 

電 源 140,750 31,521 172,271 

送変電網 22,254 2,037 24,292 

配電網 8,553 3,591 12,144 

 
４－４－２ 電力供給総合計画 

RUKN2008 の発効を受け、それを参考に PLN は中期の独自の需要想定を行い、IPP を含めた

電源拡充計画を策定している。また、その電源拡充計画に合わせた送電系統整備拡張計画を策

定し、更に、電化率の促進を視野に配電網整備計画を策定し、それらをまとめて RUPTL 2009

～2018 を 2009 年 1 月に公表している（以後、RUPTL2009）。 
 

以下、RUPTL2009 の概要について説明する。 

（1）電力供給総合開発計画（RUPTL）策定のプロセス 

RUPTL2009 は RUKN2008 の電力開発計画に対する政府の政策、発電用 1 次エネルギー

利用政策、環境保護政策、予備容量、想定経済成長率、需要予測等を指針・参考として使

用している。RUPTL 策定のプロセスを図 4-3 に示す。 

最初に PLN 本社においてこれらの RUKN に示された基本的な推定値及びその他政府の

政策を加味して、RUPTL 策定のための方針・各種基礎的な仮定・想定値を設定する。その

設定された方針・各種仮定･想定値等に対し電力供給計画策定担当者による事前公開討論

会を開き、策定方針、前提条件となる諸数値等の確認を行う。なお、この事前公開討論会

で以前計画された計画の実現性についての評価も併せて行う。 

事前公開討論会で確認された策定方針、前提条件、仮定に基づいて、PLN の事務所単位

（Business Unit）でそれぞれが管轄する電力供給設備に関する整備・開発計画を分析・解

析・立案する。すなわち、事務所単位としては、ジャワ及びスマトラの送電線を運用する

送電会社（P3B）、地方支店（Wilayah）、発電会社（Kit）、配電会社（Distribusi）がある。

本来支店は管轄地域の発電・送電・配電・需要家サービスを統括する事務所であるが、

Java-Madura-Bali 地域は発電会社、送電会社及び配電会社に分割・管理されている。それ

以外の地域ではスマトラ島の送電線のほとんどが送電会社の管轄下にあるのみで、ほとん

どすべてが支店の管轄となっている。 
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図４－３ RUPTL 策定のプロセス 

 

Java-Madura-Bali 地域の需要予測は配電会社が策定し、ジャワ以外では各支店が管轄す

るそれぞれの地域の需要予測を策定する。電源拡充計画は、大規模発電所は本社、それ以

外は送電会社及び送電会社が統括していない地域の支店が策定する。変電所を含む送電網

拡張計画は送電会社及び支店が、配電網整備計画は Java-Madura-Bali 地域では配電会社が、

それ以外の地域では支店が策定する。また、孤立した地域の電力供給計画は各支店が策定

する。各事務所単位は、それぞれの開発計画に必要な一連の解析・シミュレーションを、

本社の協力を得て行い、担当部分の開発計画を策定する。 
各事務所単位で策定された需要予測、電源拡充計画、送変電網整備拡張計画、配電網整

備拡張計画は、Java-Madura-Bali 地域とそれ以外の地域の 2 つのグループに分かれ、それ

ぞれのグループに所属する事務所単位と本社担当者を交えて、策定された開発計画の公開

討論会を行う。この討論会は電力システム開発計画が計画どおりに実施されているか等を

相互に確認するために最低年 1 回開催される。 

上記の討論会は PLN の最適な計画策定のための各地域の開発優先づけ等を含めて話し

合う。この討論会で確認された結果に基づいて、各事務所単位は策定した開発計画をより

詳細・具体的に分類し、各事務所単位の開発計画書を作成する。この計画書作成と並行し

て、本社は全国の策定された開発計画を統合して、RUPTL2009 を作成した。なお、RUPTL
の策定は RUKN 公表後 2 カ月以内に策定する計画となっている。 

 

（2）需要想定の基礎となる指標 
需要想定に必要となる基本的な指標等の設定は本社担当部局によって想定される。その

主な項目は以下のとおり。 
・経済成長率及び需要弾性係数：過去 8 年間の実績値は表 4-7 に示すとおりである。なお、

国内総生産は 2000 年ベースの値である。 
 
 
 

RUKN 

Basic Assumption 
and Policy 

RUPTL Head Office 

Java-Bali Planning 
Forum 

Planning Pre-Forum 

Outside Java-Bali 
Planning Forum 
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表４－７ 経済成長率・弾性係数実績 

 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

国内総生産（兆 Rp.） 1,390 1,443 1,505 1,577 1,657 1,751 1,847 1,964 

年成長率（％） 4.90 3.83 4.31 4.78 5.05 5.67 5.50 6.32 

販売電力量増加率（％） 11.06 6.77 3.02 3.86 10.56 6.93 5.21 7.67 

需要弾性値（％） 2.26 1.77 0.71 0.81 2.09 1.24 0.95 1.21 

出展：RUPTL2009、表 4.1 & 4.3 
 

表 4-7 及び RUKN の想定値をベースに表 4-8 に示すように、今後 10 年間の指標を設定

している。 
 

表４－８ 経済成長率及び弾性値予測 

 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

経済成長率（％） 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

 - Java-Bali 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 

 - Outside J-B 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

需要弾性値（％） 1.18 1.62 1,61 1.60 1.60 1.64 1.64 1.61 1.58 1.57 

 - Java-Bali 1.10 1.66 1.65 1.65 1.64 1.68 1.67 1.64 1.61 1.59 

- Outside J-B 1.56 1.59 1.58 1.54 1.53 1.63 1.63 1.62 1.61 1.61 

出展：RUPTL2009、表 4.2 & 4.4 
 

・人口増加率及び電化率目標：人口増加率及び電化率目標値を表 4-9 に示す。なお、電化

率目標値は、RUKN2008 に比較して 2010 年の RUKN が 67.2％に対し 67.6％、2015 年で

79.2％に対し 83.9％と、国家政策としての 2020 年 100％の目標値に近い数値となってい

る。なお、Java-Madura-Bali 地域の 2020 年の電化率達成目標は、国家政策と同じ 100％

に設定している。 
 

表４－９ 想定人口増加率及び電化率目標値 

 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

人口増加率（％） 1.25 1.23 1.22 1.20 1.19 1.16 1.13 1.12 1.10 1.07 

 - Java-Bali 0.99 1.01 0.94 0.95 0.94 0.91 0.91 0.87 0.85 0.82 

 - Outside J-B 1.63 1.56 1.63 1.56 1.85 1.21 1.44 1.47 1.44 1.41 

電化率目標（％） 64.8 67.6 70.6 73.8 77.1 80.4 83.9 87.6 91.5 95.5 

 - Java-Bali 70.2 72.9 75.6 78.4 81.4 84.2 87.3 90.5 93.8 97.3 

- Outside J-B 56.0 59.0 62.6 66.4 70.3 74.2 78.5 83.1 87.9 92.7 

出展：RUPTL2009、表 4.5 & 4.8 
 

（3）需要想定 
上記の基礎的指標に基づいて想定された全インドネシア、Java-Madura-Bali システム及
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びそれ以外のシステムの需要想定結果を表 4-10、4-11 及び 4-12 に示す。 
 

表４－10 インドネシア全体の需要予測結果 

 
出展：RUPTL2009～2018 
 

表４－11 Java-Madura-Bali システムの需要予測結果 

 

出展：RUPTL2009～2018 
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表４－12 Java-Madura-Bali 以外のシステムの需要想定結果 

 

出展：RUPTL2009～2018 

 
参考のため、RUKN2008 と RUPTL2009 の Java-Madura-Bali システムの 2008～2018 年間

の販売電力量予測結果の比較を表 4-13 に示す。なお、RUKN2008 にはインドネシア全体の

需要家グループ別の集計結果が示されておらず、総需要のみしか示していないので、やむ

をえず比較可能な Java-Madura-Bali システムの数値をもって比較した。 

 
表４－13 RUKN2008 と RUPTL2009 の販売電力量予測結果の比較（GWh） 

 2008 年 2010 年 2012 年 2014 年 2016 年 2018 年 ％ 
RUKN2008：Java-Madura-Bali System      

家庭用 42,478 53,778 68,357 86,814 110,445 140,213 12.7 
商 業 19,299 24,615 31,081 38,951 48,489 59,944 12.0 
公 共 6,468 7,960 9,926 12,345 15,292 18,866 11.3 
産 業 43,986 47,484 51,208 55,018 58,876 62,796 3.6 
合 計 112,231 133,837 160,572 193,128 233,102 281,819 9.6 

RUPTL2009：Java-Madura-Bali System      
家庭用 36,007 41,922 50,250 60,112 71,769 85,454 9.0 
商 業 16,343 19,313 23,470 28,381 34,244 41,434 9.7 
公 共 5,468 6,643 9,324 10,372 12,680 15,294 10.8 
産 業 43,123 51,074 62,555 76,009 91,464 108,739 9.7 
合 計 100,942 118,953 145,598 174,874 210,156 250,920 9.5 

出展：RUKN2008～2027 & RUPTL2009～2018 
 

RUPTL2009 には、RUKN2008 の説明でも指摘したのと同様、「待機需要容量 6,000MW」

に対する明確な対処方針・方法の説明がないうえ、想定結果にも明確な考慮の跡がみえな

い。しかしながら、需要弾性値を適用し、それなりの結果となっているようにみられる。

需要予測を担当する配電会社や支店は待機需要家に関する正確な情報を所有しており、需

要予測プロセスのなかに明確な方法を用いた取り込みがあってしかるべきと考える。
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RUKN2008 と RUPTL2009 それぞれの合計需要予測の結果に大きな差がないようにみえる

が、表 4-13 は、第 4-4-1 節で指摘した RUKN2008 の需要想定の矛盾がより鮮明に示されて

いると考えられる。 
 

（4）電源拡充計画 
RUPTL では電源拡充計画を WASP-IV を使用して、PLN の開発候補だけでなく IPP をも

含めた拡充計画を策定している。 
・発電設備の現状：インドネシアの公共電気供給のための発電設備は PLN と IPP により運

用されており、その総発電設備容量は 2 万 9,405MW である。その内訳は Java-Madura-Bali
地区に 2 万 4,761MW（全体の 85％）、それ以外の地域に 4,441MW となっている。また、

PLN の所有している発電設備容量は 2 万 2,236MW（全体の 76％）、それ以外は IPP の所

有である。さらに、主に Java-Madura-Bali 以外の地域の電力供給のために、総容量

1,073MW の発電設備を借り上げて使用している。 
・電源拡充計画策定のための基礎情報：本社にて、計画策定の基礎となる投入される電源

候補の設備容量、建設単価、建設期間、熱効率、補修・点検停止期間、燃料単価、単位

熱量等を設定している。それらを表 4-14、4-15、416 に示す。 

 
表４－14 Java-Madura-Bali システムの発電設備候補 

設備容量 建設単価 建設期間 設備効率 停止率 
No 

電 源 
候 補 MW US$/kW 年 Kcal/kWh ％ 

1 石炭火力 1,000 1,400 4 1,911 10 
2 石炭火力 600 1,190 4 2,388 13 
3 複合火力 LNG 750 930 3 1,741 12 
4 複合火力 Gas 750 930 3 1,800 12 
5 ガスタービン 200 550 2 3,440 15 
6 揚 水 250 860 6 - - 
7 地 熱 55 1,370 3 - 5 

出展：RUPTL2009～2018 

 
表４－15 Java-Madura-Bali 以外のシステムの発電設備候補 

設備容量 建設単価
建設期

間 
設備効率 停止率 

No 
電 源 
候 補 

MW US$/kW 年 Kcal/kWh ％ 
1 石炭火力 65-200 1,300 3 2,867-2,646 10 
2 石炭火力 7-50 1,300 2 3,440-2,867 13 
3 複合火力 Gas 150 1,000 2 2,400 12 
4 ガスタービン 50-100 600 2 3,640-3,110 15 
5 PLTA >10 2,000 3-5 - - 
6 PLTM <10 3,000 2 - - 
7 地 熱 10-55 1,200 2 - - 

出展：RUPTL2009～2018 



－29－ 

表４－16 想定燃料価格及び熱量 

1 次エネルギー 燃料単価 熱容量 

石 炭 US$ 90/ton 5,300 kcal/kg 

天然ガス US$ 6/MMBTU 252,000/MMBTU 

LNG US$ 10/MMBTU 252,000/MMBTU 

HSD US$ 140/Barel 11,000 kcal/kg 

MOF US$ 110/Barel 10,000 kcal/kg 

出展：RUPTL2009～2018 
 

なお、水力発電所については、Java-Madura-Bali システムでは、Rajamendari、Kali Kont-2、
Kesamben、Jategede の 4 計画しか開発候補リストになく、このことが RUPTL2009 のなか

の水力開発案件が極端に少ない原因の 1 つと思われる。WASP-IV に入力されている水力発

電所に関する情報は、設備容量及び年を 4 期に分けた貯水容量、発生電力量、最低出力で

ある。しかしながら、開発候補のほとんどが実質年 1 期の情報（4 期とも同じ数値を入力）

であり、水力発電所の運用面からみた特性を電源拡充計画策定に反映されていないように

見受けられる。 

策定された電源拡充計画：電源拡充計画は 1 万 MW を 2010 年までに建設するという大

統領令に基づいた石炭火力発電所の建設が進められている Fast Track Program Phase-I（クラ

ッシュプログラム）計画のみならず、2014 年までの完成をめざす Fast Track Program Phase-II

（総開発開発容量：1 万 1,355MW）をも取り込んだ開発計画となっている。表 4-17 にイン

ドネシア全体の電源種別の開発計画を示す。 
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表４－17 全インドネシアの電源拡充計画（2009～2018 年） 

 

出展：RUPTL2009～2018 
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上記策定された結果に対する感度解析を表 4-18 に示す条件で実施している。 
 

表４－18 感度解析の条件 

Case 
Crude Oil 
US$/Barel 

Coal 
US$/Ton

Gas 
US$/mmbtu

LNG 
US$/mmbtu 

Base 140 90 6 10 

Case-1 70 90 6 10 

Case-2 140 80 6 10 

Case-3 140 100 6 10 

Case-4 140 90 7 10 

出展：RUPTL2009～2018、表 4.26 
 

４－５ 送電系統拡張計画 

第 4-4-1 節で説明したように、変電所の拡張・新設を含めた送電系統拡張計画は送電会社（P3B）
及び支店（Wilayah）によって、需要予測及び電源拡充計画をベースに策定される。 

・送電設備の現状：Java-Madura-Bali システムの送電系統は 500kV、150kV 及び 70kV で構成さ

れており、それ以外の地域では 275kV、150kV 及び 70kV による系統構成となっている。25
年ほど前に 70kV 送電線を新規に建設せず、更に、150kV 送電線に順次更新するとの方針で

あったが、現実的にいまだ多くの 70kV 送電線が残されている。 
 

Java-Madura-Bali システム以外では送電系統はスマトラ、カリマンタン、スラウェシにのみ敷

設されており、それ以外はいまだ 20kV 配電線により電気を供給している。275kV 送電線は

INALUM 所有の送電線（1981 年運用開始）のみであったが、PLN の 275kV 送電線は 2007 年にス

マトラで運用開始されている。 

・送電系統拡張計画の策定：送電系統拡張計画には新規開発が計画されている発電所の位置・

計画出力と変電所別需要予測が必要である。年次を追った系統構成及び需要の変化に合わせ

て系統解析（電力潮流解析、故障計算等）を行い、N-1 基準を満足するように送電線路の追

加、変電所の増設、新規変電所の建設等を検討し、計画対象期間の整備拡張計画を策定する。

表 4-19 に RUPTL2009 で策定された送電系統整備拡張計画の総括表を示す。なお、RUPTL2009
に示されているジャワ以外の系統拡張計画のなかの HVDC 線路の長さと 275/150kV 変圧器の

容量は、地域ごとの計画数量と異なっていたので、地域ごとの計画数値を用いた。 
 
2009～2018 年の期間の送電系統整備拡張計画のなかの注目すべき事項は以下のとおりである。 

（1）ジャワとスマトラを結ぶ HVDC500kV 送電線路は、ジャワ側 350km、スマトラ側 800km の

合計 1,250km で、2016 年に運用開始と計画されている。なお、この直流送電線でスマトラか

らジャワへ 2,600MW の電気を送る予定で、前述の Java-Madura-Bali システムの電源拡充計画

のなかに織り込み済みである（PLTG の項目として）。 

（2）スマトラにおいては、計画期間中にアチェから南スマトラまでの送電系統が 275kV 送電線

で連系される計画となっている。また、最初の 500kV 送電線は Musi Rawas–Banko 
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Tengah–Ketapan の間（1,040km）で 2016 年に運用開始されるとしている。RUPTL2009 添付送

電系統図（頁 348）に Dumai とマレーシアの間の HVDC 海底送電線が示されているが、本文

中には具体的な説明がなく、また、整備拡張計画にも含まれていない。 
 

表４－19 RUPTL2009 の送電系統整備拡張計画 

 
出展：RUPTL2009～2018、表 4.28 & 4.29 
 

（3）カリマンタンでは、計画期間中に、東-南-中部の系統は 150kV 送電線で連系されるが、西

カリマンタンは孤立系統として残る計画である。しかしながら、電力をマレーシアから購入

する計画が進んでおり、サラワク州（Mambong 変電所）から西カリマンタン地区の Singkawang
までの 275kV 送電線 396km の運用開始が 2014 年に計画されている。すなわち、インドネシ

ア最初の他国との送電系統の連系計画であり、最初の電気の直接輸入となる。 
（4）スラウェシでは 150kV のみの整備拡張であり、孤立したシステムの連系が進むが、北スラ

ウェシ系統は孤立した状態が続く。 
（5） マルクでは石炭火力（Waai）及び水力（Isal II）の開発、パプアでも石炭火力の開発に伴い、

70kV 送電線が 2010 年に運用開始される計画となっている。 
（6）西ヌサトゥンガラでは IPP による石炭火力の開発に伴い 150kV 送電線の運用開始が 2010

年に計画されており、東ヌサトゥンガラでも石炭火力の開発に伴い 70kV 送電線の運用開始

が計画されている。また、当該地域は地熱発電による電源が多く計画されている。 
 

４－６ 電力供給総合開発計画（RUPTL）の開発資金計画 

RUPTL2009 において PLN の 2008～2018 年の間の開発に必要とされる資金は、発電部門 316 億

7,000 万米ドル（PLN 全体の 54％）、送変電部門 144 億 4,000 万米ドル（同 25％）、配電部門 123

億 8,000 万米ドル（同 21％）である。配電部門の開発資金のすべては内貨で計上しており、その
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結果外貨は 343 億 1,000 万米ドル（同 69％）、内貨は 241 億 8,000 万米ドルとなっている。さらに、

IPP による発電部門での開発所要資金は、外貨 185 億 7,000 万米ドル（IPP 分の 74％）、内貨 66
億 3,000 万米ドル、合計 252 億米ドルとなっている。その結果 IPP を含む総開発所要資金は 836
億 9,000 万米ドルとなっている。年次別の開発資金の内訳を表 4-20 に示す。 
 

表４－20 年次別の開発資金の内訳 

 
出展：RUPTL2009～2018、表 5.1 & 5.5 
 

４－７ 地方電化の現状 

RUKN2008 の第 2 章において、社会的使命として後進地域、遠隔地域を含むすべての地域を電

化し、地方の開発を促し、国民福祉を向上させることを目的としている。そのためには、電気事

業者による電力供給サービス地域の拡大だけでなく、政府が直接実施すること、すなわち、未電

化地域の電力供給事業を社会的機能と商業的機能を会計的に切り離して実施するとしている。こ

のことは何を意味するかというと、商業的目的で、PLN が自己のグリッドを延伸して、または、

PIUKU による電気供給事業が未電化地域の電化を促進する計画と、その可能性の低い地域に対し

ては地方政府を含んだ政府直轄事業として電化促進事業を行うとの線引きをしたことになる。 
RUKN2008 では、電化率向上の将来目標値を設定し、なおかつ、上記のような線引きをしてい

るのに、特に未電化地域の具体的な地方電化促進計画が示されていない。しかしながら、PLN で

は、RUKN2008 同様電化率向上目標値を設定し、それなりに努力してきているようにみえる。表

4-21 に家庭需要家数及び電化率実績を示す。また参考のため、RUPTL2009 の 2018 年までの電化

率目標値を表 4-22 に示す。需要家数及び電化率の増加率相互に差があるのは、人口増加率及び家

庭当たりの家族数の減少によるものである。 

以下の 2 つの表の値の違いを比較すると、今後 10 年間に電化率の促進を計画どおり進めるため

には、従来の倍以上の予算をつけ、最優先課題の 1 つとして取り組む必要がある。 
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表４－21 家庭需要家数（1,000）及び電化率実績 

年 2003 2004 2005 2006 2007 ％ Inc 

需要家数 29,998 31,096 32,175 33,118 34,685 3.6 

電化率 n.a 57.5 58.3 59.0 60.9 1.9 

出展：RUPTL2009、表 3.2 & 3.3 
 

表４－22 予想家庭需要家数（100 万）及び電化率目標値 

年 2009 2012 2015 2018 ％ Inc 

需要家数 41.0 48.6 57.5 68.1 5.8 

電化率 64.8 73.8 83.9 95.5 4.4 

出展：RUPTL2009、表 4.7 
 

PLN 及び IPP 事業者によりマイクロ水力（PLTM）の開発が進められてきており、RUPTL2009
でも表 4-17 に示すように、PLN の開発予定：71MW、IPP による開発予定：123MW、合計：194MW

の開発が計画されている。しかしながら、関係者のインタビューによると、それらの開発の多く

は孤立した未電化地域の電化のための電源としての開発ではなく、既存のディーゼル発電設備の

更新、または石油燃料の焚き減らしを主な目的としており、地方電化促進はその延長であるグリ

ッドの延伸による計画となっている。また、IPP による PLTM の開発の多くは同じ線上にあり、

PLN への販売を目的としているものが多い。 

小水力開発に対しては海外の援助機関も協力してきており、特に UNDP は、化石燃料を使用し

た発電設備からの温室効果ガスの排出削減を主目的とした IMIDAP を立ち上げ、今まで種々の機

関が実施してきた調査・建設の経験を集約して、全国規模の小水力開発を促進する計画である。 
 

４－８ 民間による電源開発の進捗状況 

インドネシアにおいて、PLN は PKUK として、一部の地域を除き、全国の必要としている電気

を供給する義務が課されており、PIUKU が発電した電気を購入できるとされている。PIUKU は

協同組合、公営企業、民間、市民団体、個人が電力事業許可証の交付を受けたものでる。PLN に

電気を販売することを目的として発電所の建設・運転･保守を行う民間業者が IPP である。 
IPP の参入は、1994 年、Salak 地熱発電所、Paiton 石炭火力、Cikarang 複合火力発電所の電力購

入契約（PPA）を締結することから始まり、IPP を含む PIUKU からの電力購入は急速に増大して

きている。 

政府は、増大し続ける需要に対し PLN が開発する電源では対応が困難な地域が発生してきてお

り、IPP の参入を促すための種々の政令･大臣令を交付してきている。MEMR 大臣令 2006 年 1 号

や 2007 年 4 号等で、PLN の電気購入やそのための送電網の貸し出し（使用）のための一般入札

手続き、入札交渉、販売価格交渉などの制度的整備がなされてきている。 

増大する電力需要に対応するため、PLN による電源開発と並行して、IPP の市場への参入が、

特に Java Bali システムにおいて積極的に進められてきた。ちなみに、Java Bali システムにおいて、

2003 年の全設備容量 1 万 8,623MW に対し、IPP は 3,265MW であったが、2007 年には全設備容量

2 万 2,385MW に対し IPP4,044MW、18.1％を占めるに至っている。その間の PLN の年平均設備増
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加率は 4.5％に対し、IPP の増加率は 5.5％とほぼ同じ増加傾向を示している。しかし、電力系統

に供給された電力量は、2003 年の全供給電力量 8 万 9,942GWh に対し、IPP は 1 万 9,151GWh
（21.3％）であったが、2007 年には全供給電力量 10 万 7,975GWh に対し IPP2 万 6,621（24.7％）

となっている。すなわち、IPP 業者の供給する電気はベース負荷を分担する、いわゆる設備利用

率の高い購入契約となっていることがうかがわれる。そのことは逆に、PLN の発電設備の利用率

が下がり、発電単価がその分上昇していることになる。また、その間の PLN の年平均設備増加率

は 3.5％に対し、IPP の増加率は 8.6％と IPP の増加率が高くなっている。 
RUPTL では、表 4-17 に示すように、2009～2018 年間の全電源開発計画 5 万 7,449MW のうち、

IPP による開発は 2 万 2,171MW と、実に 38.6％を占める計画となっている。電源種別では、石炭

火力の 1 万 6,488MW（48.2％）を筆頭に、地熱発電 3,991MW（79.7％）、水力 905MW〔19.1％、

これは揚水発電（2,885MW）を含んだ数字であり、一般水力としては 48.8％〕と大きな比率とな

っている。 
 
４－９ 国際機関・ドナーの協力内容 

多くの国際機関・ドナーがインドネシアの電力部門に積極的に協力しており、そのなかでも日

本の協力が、現時建設中のプロジェクトでは最も多い協力を行っている。その主なるものは以下

のとおりである（出展：RUPTL2009～2018、頁 116）。 
 

 （プロジェクト名） （種 類） （容 量） （完 成） 
（i） Muara Karang Repowering PLTGU 500MW 2009 

（ii） Priok Extension PLTGU 500MW 2009 

（iii） Muara Karang Repowering PLTGU 194MW 2010 

（iv） Muara Karang Repowering PLTGU 243MW 2010 

（v） Muara Tawar Add-on 2,3,4 TLTGU 150MW 2010 

（vi） Muara Tawar Add-on 2,3,4 TLTGU 1,050MW 2010 
 

以上のほかに、ジャワ・スマトラ間の系統連系線である HVDC500kV 送電線計画の調査を日本

の支援で実施しており、今後、設計・施工が予定されている。 
世界銀行は現在ジャワ島の揚水発電所建設に協力しており、インドネシア最初の大容量揚水発

電所となるアッパーチソカン揚水発電所（1,000MW）の設計を終了している。引き続き建設にも

協力する予定にしており、更に、アッパーチソカンに続く、マテンゲン揚水発電所（885MW）及

びグリンデュル揚水発電所（1,000MW）にも強い関心をもっているとのことである。これらの揚

水発電所は、RUPTL2009 のなかで、2014、2017 年及び 2018 年運用開始と計画されている。また、

過去 3 年ほど地方電化に力を注いできたが、結果がはかばかしくなく今後はスマトラ・カリマン

タン・スラウェシの送配電線にシフトしていくことになるであろうとのことであった。 

ADB の発電部門への協力では、ローン案件として 3 件の小水力・中規模水力開発を実施中であ

る。JICA の本格調査に関連して、水力開発で最大の問題は住民移転問題と雨量であるが、CDM
の視点からもクリーンなプロジェクトであり、ADB としては大規模な水力プロジェクトに興味が

あるとのことであった。 

第 4-7 節で説明したように、UNDP は、マイクロ水力の開発促進により、化石燃料を使用した
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発電設備からの温室効果ガスの排出削減を主目的とした IMIDAP を本格的に始動できる状況にな

ってきている。 
 

４－10 電力開発計画策定における組織面･制度面の現状と課題 

MEMR は最近まで電気供給事業者の監督、政策立案及び規制などの電力開発を含めたすべての

関連した役割を担ってきていた。政策立案は、MEMR の DGEEU が担当しているが、PLN の監督

権限は MPW に移管されており、PLN の経営上部の人事権も同省に移っているようであり、電力

開発に関する政策決定を行うが、監督する立場にないという組織体制となっているように見受け

られる。 
一方、PLN は国営電力会社から 1994 年に国有会社に変わったが、1972 年に制定された PKUK

として、公益のための電力を供給する義務を負う立場は変わっていない。 
MEMR は政策立案者の立場で、政府、地方政府、PKUK、PIUKU にとって今後の電力セクター

の開発を行うためのレファレンスとして、長期（20 年間）の RUKN を策定すると定義されてい

る。事実、PLN は RUKN を参考に、PLN の電力供給義務者の立場として、中期（10 年間）RUPTL
を策定している。すなわち、RUKN の国家電力総合計画を参考に PLN 独自の需要想定を行い、そ

れに基づいた IPP の電力供給分を含めた電源拡充計画、送電系統整備拡張計画、配電網整備拡張

計画を策定しており、実質的な国家開発計画となっている。特に、電力開発計画の基本である需

要想定について最終的に MEMR との摺り合わせを行うかとの質問に対し、RUPTL2009 ではその

ような作業は一切なく、単に大臣の承認を得たのみであったとのことであった。 
以上説明したように電力開発計画策定に関しては、MEMR と PLN の関係は、従来と同様、政

策策定者とその政策を実施に移す者の関係にあるが、監督者と被監督者という面ではねじれが生

じているように見受けられる。しかしながら、地方電化や小水力開発等では PLN と MEMR との

協力関係は継続されているようである。このような状況を踏まえ本格調査において、このような

関係がいつ、どのような状況で芽生えてきたのかを調査し、水力開発を促進するための望ましい

協調関係を見極める必要があると考える。 
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第５章 水力開発の現状と課題 
 

５－１ 水力開発政策と開発体制 

（1）水力開発政策 
インドネシアの発電部門は再生不能な化石燃料に依存するところが大きい。これらの再生

不能な燃料は徐々に枯渇しており、更に温室効果ガス排出の原因になっている。こうした状

況下、インドネシア政府は再生可能エネルギーが果たす役割の重要性を強く認識しており、

特に水力と地熱エネルギーポテンシャルは、発電用 1 次エネルギーとして多く存在すること

から、特に当該ポテンシャルを有する地域においてできる限り利用することとしている。 
RUKN（2008～2027 年）によれば、発電用 1 次エネルギーの構成比率で水力の利用は 2008

年の 7％から 2018 年には 6％とほぼ横ばいの推移が予定されている。これは需要増に匹敵す

る比率で水力発電への新規投資が継続されることを意味する。またその開発方式としては、

環境や社会に影響の少ない流れ込み式発電の開発に重点を置くこととしている。 
 

表５－１ 発電用 1 次エネルギーの構成比率（％） 

 2008年 2009年 2010年 2011 年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

石 炭 45 48 62 66 65 64 64 65 64 64 63 

石油燃料 26 19 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

地 熱 5 5 5 6 8 9 10 11 10 11 12 

ガ ス 17 21 21 19 19 19 18 16 18 17 17 

水 力 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 

出典：RUKN 2008～2027 
 

（2）既存の包蔵水力調査結果 

インドネシア全土の開発可能な包蔵水力は RUKN（2008～2027 年）で 4 万 2,853MW と記

載されているが、これに等高線のない地図域分を加えると、全体で約 7 万 5,000MW と見積

もられる。一方、現在の水力発電設備容量は約 4,000MW であり、全包蔵水力の約 5％に相当

する。 
インドネシア政府並びに PLN は 1981～1983 年（Hydropower Potentials Study, HPPS）及び

1996～1999 年（Hydro Inventory and Prefeasibility Studies, HPPS2）の 2 度にわたり国際復興開

発銀行（International Bank for Reconstruction and Development：IBRD）資金を用いて全国の包

蔵水力を調査した。 

第 1 次包蔵水力調査（HPPS）では、包蔵水力 1,275 地点をスクリーニングし、125 地点を

有望な水力開発地点として選定した。その内訳は貯水池式が 85 地点、流れ込み式が 40 地点

となっていた。 
第 2 次包蔵水力調査（HPPS2）では、HPPS で確認された 1,275 水力案件から、実施に移さ

れた 55 案件とキャンセルされた 38 案件を差し引き、新たに検討対象となった 67 案件を加え

た 1,249 案件が見直しの対象となった。スクリーニングの結果、116 案件が開発有望案件とし

て選定された。そのタイプ別内訳は、貯水池式が 35 案件、流れ込み式が 79 案件、低ダム-
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水路式 1 案件、自然湖流出式 1 案件となっている。 
 
（3）水力開発体制 

MEMR は、資源・エネルギー分野全般を掌握しており、電力分野では RUKN を策定して

いる。電力部門を規制・監督するのは DGEEU であり、電力行政全般に加え、1 次エネルギ

ーの需給計画を立案するなどの役割を担っている。 
DGEEU は、電力の需給計画、電源開発に関する規制・監督行政及び電化促進政策を担当

する電力計画局のほか、電気事業監督局、電気事業技術・環境局及び新・再生可能エネルギ

ー及び省エネルギー局により構成されている。 
 
MEMR の監督下、以下の開発主体がインドネシアの水力開発を担っている。 

1） PT.PLN 
PLN〔PT PLN（Persero）〕は 100％の株式を政府が保有する国有企業であり、インドネシ

アの電力供給のほとんどを実施している。PLN は MEMR に電力設備計画（RUPTL）を提

出し、MEMR 大臣がこれを承認する。 

2） IPP 
IPP は自らの資金により発電施設を建設・運営し、発電した電気を PLN に販売する。水

力ではいまだ完成済みのものはないが、アサハン 1 水力発電所（北部スマトラ、180MW）、

ポソ 2 水力発電所（中部スラウェシ、145MW）が現在建設中である。ほかにも複数の水力

案件の計画が提案されている。 

3） Captive Power（企業が抱える自家用発電設備） 

インドネシアの電気事業で注目すべきは、一般民間企業の保有する自家用発電設備が非

常に多いことである。水力に限れば PT. Inalum のアルミ精錬用水力発電設備（アサハン 2：

603MW）や、PT. Inco のニッケル鉱石生産用水力発電設備（Larona：165MW）が挙げられ

る。 
4） 公共事業省（MPW） 

発電を含む多目的ダムの建設を推進している。現在、ジャワで Jatigede 多目的ダム

（110MW）を建設中である。 
5） 地方政府 

地方電化の計画・実施の責務の大部分は、地方政府へと移管されている。地方政府は小

水力を含む地方電化の実施計画案を MEMR に提出、MEMR は全体計画を調整し、

BAPPENAS、MOF の承認を得たあとに、地方政府に対し予算を配分している。 

6） 協同組合省 
インドネシアでは国営企業は利益の一部を協同組合省に納め、協同組合省はそれを村落

協同組合並びに中小企業振興に使用することとなっている。この資金の一部は、小水力を

含む地方電化に回されている。 
 

５－２ 供給地域ごとの水力開発の状況 

（1）ジャワ－バリ 

水力ポテンシャル約 4,500MW のうち、約 2,400MW が開発済み。東ジャワ州ブランタス川
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流域の発電所群（カランカテス、ウリンギ、トルンアグン等 計 281MW）、中部ジャワ州の

Mrica（185MW）、西ジャワ州チタルム川流域の発電所群〔Cirata（1,000MW）、Sagulin（700MW）、

Jatiluhur（150MW）〕が主要な既設発電所である。 
経済的に開発可能な有力地点は減少しており、今後はピーク対応の揚水発電や、既設水力

発電所の増強に重点がシフトしていくものと考えられる。 
最新の RUPTL（2009～2018 年）にて投入が予定されている水力案件は以下のとおりであ

る。 
 

表５－２ 

単位：MW 
No. プロジェクト名 事業主体 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

             

1 アッパーチソカン PLN      1000     

2 クサンベン PLN         37  

3 カリコント 2 PLN        62   

4 マテンゲン PLN         885  

5 Grindulu PLN          1000

6 Rajamandala IPP        30   

7 Jatigede IPP         110  

             

 

アッパーチソカン揚水（1,000MW）はインドネシア最初の揚水案件であり、西ジャワ州チ

タルム川支川のチソカン川上流域に位置する。2002 年に詳細設計（円借款）、2007 年に追加

設計（IBRD）が済んでおり、建設のためのローン申請が IBRD になされている。 

クサンベン水力（37MW）は東ジャワ州ブランタス川に位置する既設カランカテス（Sutami）
ダムの下流に計画されている。ブランタス川本流のカスケード開発で唯一未着手の地点であ

る。1997 年にローカルコンサルタントによる F/S が実施されている。今後、地質・周辺社会

環境並びに経済性等を確認するためのレビューが必要と考えられる。 
カリコント 2 水力（62MW）はブランタス川支川のコント川にカスケードで開発されてい

るカリコント（Selorejo）、ムンダラン、シマン発電所の拡張/更新を指していると考えられる。 

マテンゲン揚水（885MW）は西ジャワ州内、中部ジャワ州との境界近くにあるチジョラン

川流域に位置する。1997 年に EDF（フランス）がプレ F/S を実施。IBRD はアッパーチソカ

ン揚水のローン枠内でマテンゲン揚水の F/S 並びに詳細設計を行う意向でいる。 
グリンデュル揚水（1,000MW）は中部ジャワ州と東ジャワ州の境界を流れるグリンデュル

川下流域に位置する。1992 年に本邦コンサルタントが概略検討を実施、1999 年の HPPS2 で

もジャワ揚水の優先案件として取り上げられた。 
Rajamandala 水力（30MW）はチタルム川流域に流れ込み式水力発電所を建設し、PLN に売

電する計画で、本邦電力会社が 2007 年に開発権をインドネシア政府より取得している。 
Jatigede 水力（110MW）は MPW が中国資金にて西ジャワ州のチマヌク川に建設する Jatigede
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多目的ダムに設けられる。Sino Hydro（中国水利水電建設集団公司）による工事が既に開始

されている。 
 

（2）スマトラ 
水力ポテンシャル約 1 万 6,000MW のうち、約 1,400MW が開発済み。北スマトラ州のアサ

ハン 2（603MW、自家発）、Renun（82MW）、Sipansihaporas（50MW）、西スマトラ州の Singkarak
（175MW）、Maninjau（68MW）、リアウ州の Kotapanjang（114MW）、ブンクル州の Musi（210MW）、

ランポン州の Besai（90MW）が主要な既設発電所である。 
島の西側を貫くバリサン山脈沿いに未開発のポテンシャルが集中しており、有望な流れ込

み式水力開発の地点が複数あると考えられる。また系統規模を考えると、将来的には揚水発

電をピーク対応電源として開発する可能性もある。 
 

RUPTL（2009～2018 年）にて投入が予定されている水力案件は以下のとおり。 
 

表５－３ 

単位：MW 
No. プロジェクト名 事業主体 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

             

1 プサンガン 1-2 PLN    86       

2 アサハン 3 PLN    174       

3 アサハン 1 IPP  180         

4 Merangin 2 IPP        350   

             

 

プサンガン 1-2 水力（86MW）はアチェ州中部にあるタワール湖から流れるプサンガン川

上流域に 2 カ所の流れ込み式発電所を建設するものである。1994 年に ADB 資金による詳細

設計を実施、1996 年に旧 OECF と ADB 資金により建設業者の調達を開始したが、その後治

安が悪化し工事を開始できず、2003 年にローン期限が切れた。2004 年のスマトラ地震津波後、

治安が回復し、2007 年に JBIC の円借款供与が決定した。現在建設業者の調達段階にある。 
アサハン 3 水力（174MW）は北スマトラ州トバ湖から流れるアサハン川に流れ込み式発電

所を建設するものである。1987 年に貯水池式水力として詳細設計がなされたが、事業費が大

きい（8 億 6,600 万米ドル）こと、移転住民が多い（97 世帯 447 人）ことから、建設への実

施に進まなかった。2004 年に本邦コンサルタントが流れ込み式に計画を変更して F/S の見直

しを実施。その後、円借款により詳細設計が実施され 2007 年に終了している。建設のための

円借款契約も既に締結している。 
アサハン 1 水力（180MW）はアサハン川最上流部に建設される水力発電所で、1987 年に

円借款にて詳細設計がなされた。その後開発権がローカル企業に移り一部準備工事が行われ

たものの、長らく中断状態にあった。2004 年より中国資本の参加を得て工事が再開されてい

る。 
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Merangin 2 水力はジャンビ州に計画されている流れ込み式の計画。1996 年に ADB 資金に

て詳細設計が実施された。1996 年にノルウェーの Statkraft 社が開発権を取得したが、その後

インドネシア企業が取得したとされている。現在まで本格的な着手に至っていない。経済性

の高い案件であり、早期の実施が望まれる。 
 

（3）スラウェシ 
水力ポテンシャル約 1 万 MW のうち、約 400MW が開発済み。スラウェシ島最大河川であ

るサダン川水系（南スマトラ州北部）にポテンシャルが集中しており、支流ママサ川には 1991
年には円借款にて Bakaru 水力発電所（126MW）が建設されている。また、北スラウェシ東

端に位置するトンダノ川には 3 つの既存流れ込み式水力カスケード〔Tonsea Lama（14.3MW）、

Tannggari 1（18MW）、Tanggari 2（19MW）〕があり、北スラウェシの重要な電力供給源とな

っている。 
 

RUPTL（2009～2018 年）にて投入が予定されている水力案件は以下のとおり。 
 

表５－４ 

単位：MW 
No. プロジェクト名 事業主体 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

             

1 Bakaru 2 PLN       63 63   

2 Bonto Batu PLN        100   

3 Poko PLN         234  

4 ポソ IPP   145        

5 Malea IPP       45 45   

             

6 ポイガール 2 PLN           

             

 

南スマトラ州サダン川水系には 4 件の水力案件が予定されている。 
Bakaru 2 水力（126MW）は上記既設 Bakaru 水力発電所の増設であり、1995 年に円借款に

より詳細設計が実施された。既設発電所で課題となっている堆砂対策を取り込んだうえでの

開発が求められる。 
Bonto Batu 水力（100MW）はサダン川支川のマタロ川からサダン川に転流し落差を利用し

て発電する計画である。2000 年に概略検討が本邦コンサルタントにより実施されている。 
Poko 水力（234MW）は Bakaru 水力の上流に位置する貯水池式水力。1996 年に JICA 開発

調査で F/S が実施されている。Bakaru 水力同様、堆砂対策を取り込んだうえでの開発が求め

られる。 
Malea 水力（191MW、現在は 90MW に縮小されている）は 1984 年に IBRD 資金で F/S が

実施されている。その後 ADB が建設費の融資を決めたが、経済危機で開発は中止された。
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2003 年には本邦コンサルタントと PLN が共同で F/S の見直しを行い、日本の電力会社も事

業投資と運営に興味を示した。結局インドネシア企業が開発権を取得したとされているが、

本格的な着手には至っていない。経済性の高い流れ込み式水力案件であり、早期の実施が望

まれる。 
ポソ水力（145MW）は中部スレウェシ州のポソ湖に発するスレワナ川に連続する滝を水力

発電に利用するもので、インドネシア企業により建設が進捗中である。RUPTL（2009～2018
年）によれば、同プロジェクトは既にファイナンシャル・クローズが終了しており、工事進

捗率は 45％、2011 年 5 月竣工予定と記載されている。 
ポイガール 2 水力は北スラウェシ州ポイガール川に位置する。1987 年に IBRD 資金でプレ

F/S を実施後、2002 年に ADB が Renewable Energy Development Project の一環として資金供与

を決定した。2006 年に EPC（Design-Build）コントラクターが選定されたが、プロジェクト

サイトの一部が自然保護区であったため、MOFo が承認を出さず工事が中断した。結局ポイ

ガール 2 の資金は Lahendong 4（地熱）に廻されることとなり、RUPTL（2009～2018 年）で

もポイガール 2 の案件名が挙がっているものの、その投入年度は示されていない。EPC 契約

によるプロジェクト実施が妥当であったかどうかも、議論が待たれるところである 
 

（4）カリマンタン 

カリマンタンの水力ポテンシャルは約 2 万 2,000MW。一方既設電源はそのほとんどが化石

燃料発電であり、既設の大規模水力は 1972 年に建設された Riam Kanan（30MW）1 件のみで

ある。また今後の電源開発計画も RUPTL（2009～2018 年）をみる限りほとんどが化石燃料

に依存している。 
 

RUPTL（2009～2018 年）にて投入が予定されている水力案件は以下のとおり。 
 

表５－５ 

単位：MW 
No. プロジェクト名 事業主体 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

             

1 クサン 3 PLN       65    

             

 

クサン 3 水力（65MW）は南カリマンタン州クサン川の中流域に位置し、カリマンタンで

唯一 RUPTL（2009～2018 年）に記載されている案件である。1990 年に IBRD 資金で F/S が

実施され、その後 2000 年に ADB 資金でダム式の詳細設計（130MW）が実施された。アジア

通貨危機の影響を受け、プロジェクトは進まず、大規模なダム建設と州民移転を伴うことか

ら資金的支援を得られずにきた。2005 年には JETRO 調査にて社会・環境に配慮してダム高

を見直し、最大出力を 65MW とすることが提案されている。 
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（5）パプア・マルク 
パプアは豊富な水力ポテンシャル（約 2 万 2,000MW）を有する。しかしながら両地域とも

需要が小さくかつ分散化されており、送電系統がほとんど整備されていないため、大規模な

水力開発が必要となるには至っていない。また、水力開発計画策定の基本データとなる水文

情報や地形図が十分に整備されていない。 
 

RUPTL（2009～2018 年）にて投入が予定されている水力案件は以下のとおり。 
 

表５－６ 

単位：MW 
No. プロジェクト名 事業主体 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

             

1 Isal-2 PLN      20     

             

2 Genyem PLN   10 10       

             

 

Isal-2 水力（20MW）はマルクに計画されている貯水池式水力である。1989 年に F/S が実

施された。 
Genyem 水力（20MW）は 1996 年にプレ F/S が終了。2002 年に ADB が Renewable Energy 

Development Project の一環としてポイガール 2 とともに資金供与を決定した。ローン期限は

2008 年までであったが、ポイガール 2 は土地収用・移転が終了しなかったこと、Genyem は

地元政府とのオーナーシップシェアに関する合意が得られなかったことから、PLN は 2007

年にローン期限の延長を申請、結局 2011 年までの延長となった。 
 

５－３ 水力開発候補地点の計画概要と基礎資料の整備状況 

（1）水力開発候補地点の計画概要 
RUPTL（2009～2018 年）にて投入が予定されている水力開発候補地点の計画概要について

は前節にて述べた。以下に計画済み（詳細設計、F/S、プレ F/S）だがまだ名前の挙げていな

い案件、並びに HPPS2 にてスクリーニングを通過した案件の概要を示す。 
 

表５－７ 詳細設計済みの案件 

 プロジェクト名 位 置 発電方式 河川名 
流域面積

（km2） 

設備容量 

（MW） 

年間発生

電力量 
（GWh）

        

1 Riam Kiwa カリマンタン 貯水池 Martapura 1,420 42 152 

2 Maung ジャワ 貯水池 Serayu 213 360 535 
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表５－８ F/S 済みの案件 

 プロジェクト名 位 置 発電方式 河川名 
流域面積

（km2） 
設備容量 
（MW） 

年間発生

電力量 
（GWh）

        

1 Jambu Aye-8 スマトラ 貯水池 Jambu Aye 3,890 160 650 

2 Tampur-1 スマトラ 貯水池 Tamiang 2,030 428 1,214 

3 Peusangan-4 スマトラ 流れ込み Peusangan 945 30.9 234 

4 Wampu スマトラ 流れ込み Wampu 959 84 475 

5 Ranau スマトラ 流れ込み Musi 508 60 146 

6 Ketaun-1 スマトラ 貯水池 Ketaun 449 84 308 

7 Pade Kembayung カリマンタン 貯水池 Landak 114 30 235 

8 Palu-3 スラウェシ 流れ込み Palu 558 74.8 510 

9 Poigar-3 スラウェシ 流れ込み Poigar 155 13.5 99 

10 Lasolo スラウェシ 流れ込み Lasolo 2,080 100 770 

11 Warsmsona パプア 貯水池 Warsmsona 1,460 49.2 248 

12 Putih-1 ヌサトゥンガラ 流れ込み Putih 33 5.6 29 

13 Putih-2 ヌサトゥンガラ 流れ込み Putih 38 4.1 22 

14 Putih-3 ヌサトゥンガラ 流れ込み Putih 69 6.1 32 

15 Beburung ヌサトゥンガラ 流れ込み   22 91 

16 Ayung-1 バリ 流れ込み T.Badung 118 23 68 

17 Ayung-2 バリ 流れ込み T.Badung 118 19.2 52 

18 Ayung-3 バリ 流れ込み T.Badung 217 1.8 12 

19 Cipasang ジャワ 貯水池 Cimanuk 1,190 400 751 

20 Cibuni-3 ジャワ 貯水池 Cibuni 1,124 172 568 

21 Cimandiri-3 ジャワ 貯水池 Cimandiri 1,302 238 600 

        

 
表５－９ プレ F/S 済みの案件 

 プロジェクト名 位 置 発電方式 河川名 
流域面積

（km2） 

設備容量 

（MW） 

年間発生

電力量 
（GWh）

        

1 Ache-2 スマトラ 貯水池 Ache 323 7.3 64 

2 Lawe Alas-4 スマトラ 貯水池 Singkil 5,705 321.6 1,549 

3 Teunom-1 スマトラ 貯水池 Teunom 900 24.3 212 

4 Toru-1 スマトラ 流れ込み Tour 1,013 38 308 

5 Merangin-5 スマトラ 貯水池 Hari 2,597 23.9 197 
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 プロジェクト名 位 置 発電方式 河川名 
流域面積

（km2） 
設備容量 
（MW） 

年間発生

電力量 
（GWh）

6 Bayang-1 スマトラ 流れ込み Bayang 84 13.2 71 

7 Bayang-2 スマトラ 流れ込み Bayang 36 30.9 203 

8 Masang-3 スマトラ 貯水池 Masanga 993 88.5 326 

9 Lematang-4 スマトラ 貯水池 Musi 540 12.2 106 

10 Silat カリマンタン 貯水池 Kapuas 1,312 28.7 130 

11 Pino カリマンタン 貯水池 Kapuas 4,489 198.4 1,375 

12 Kayan-2 カリマンタン 貯水池 Kayan 28,673 500 3,833 

13 Kelai-2 カリマンタン 貯水池 Berau 4,590 168 1,103 

14 Amandit-2 カリマンタン 貯水池 Barit 307 2.5 20 

15 Sawangan スラウェシ 流れ込み Tondano 292 16 73 

16 Bone-1 スラウェシ 流れ込み Bone 848 16.8 119 

17 Konaweha-3e スラウェシ 貯水池 Konaweha 3,050 23.9 116 

18 Batu スラウェシ 貯水池 Sadan 3,583 271.1 1,740 

19 Tamboli スラウェシ 流れ込み Tamboli 304 25.8 159 

20 Lamo-1 マルク 貯水池 Ake Lamo 328 5.7 25 

21 Tina マルク 流れ込み Tina 257 12 49 

22 Talawi マルク 貯水池 Talawi 146 7.5 26 

23 Tala マルク 貯水池 Tala 610 54 167 

24 WaiRacang ヌサトゥンガラ 流れ込み WaiRacang 70 11.1 59 

25 Kambela-2 ヌサトゥンガラ 貯水池 Kambera 86 17 65 

26 Sitoto ヌサトゥンガラ 貯水池 Sitoto 215 15.2 46 

27 Grindulu-2 ジャワ 貯水池 Grindulu 349 16.3 51 

28 Gintung ジャワ 貯水池 Serayu 341 19.2 81 

29 Rawalo-1 ジャワ 流れ込み Serayu 3,000 0.6 5 

30 Cibuni-4 ジャワ 貯水池 Cibuni 1,215 71.1 207 

31 Cikaso-3 ジャワ 貯水池 Cikaso 600 29.8 189 

        

 

・HPPS2（第 2 次包蔵水力調査）でスクリーニングを通過した案件 
1,249 件の一般水力見直し対象に対し 1 次スクリーニングが案件の経済性に着目して実施

され 338 案件が通過した。2 次スクリーニングは社会・環境面から実施され 247 案件が通過

した。3 次スクリーニングはより詳しく算定された建設費に基づく経済性の評価によって実

施され、116 案件が開発有望案件として選定された（注：東ティモールを含む）。開発有望案

件のタイプ別内訳は、貯水池式が 35 案件、流れ込み式が 79 案件、低ダム-水路式 1 案件、自

然湖流出式 1 案件となっている。案件リストを付属資料「3．合意した M/M 及び S/W（案）」

の ANNEX 2 List of Potential Sites（1/4）並びに（2/4）に示す。 
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また HPPS2 ではジャワ揚水の候補地点として 58 地点を抽出し、スクリーニングの結果優

先地点として 10 地点を選定した。同案件のリストを付属資料「3．合意した M/M 及び S/W
（案）」の ANNEX 2 List of Potential Sites（3/4）に示す。 

HPPS2 では 5～10MW 程度の中規模流れ込み式案件も抽出されたが、スクリーニングの途

中段階にて規模が小さいことを理由に優先案件から除外された。しかしながら需給が逼迫し

ている地域ではこれらの案件も必要性が高いと考えられ、経済性が確保できれば有望な候補

案件になり得る。同案件のリストを付属資料「3．合意した M/M 及び S/W（案）」の ANNEX 
2 List of Potential Sites（4/4）に示す。 

 

（2）基礎資料の整備状況 
地形情報は、BAKOSURTANAL 作成の地形図（ジャワバリは 2 万 5,000 分の 1、外島は主

として 5 万分の 1）が利用可能である。 
水文情報は、全国の降雨量データは BMG にて、また流量データは PUSAIR にて入手可能

である。一方 PLN も独自に観測所を有していたが、1993 年に管理を地方支局に移管したあ

とはデータ収集が滞っており、多くの観測所がその機能を失っていると考えられる。 

地質情報は、HPPS2 にて構築した GIS データベースにて広域地質図並びに断層位置の検索

が可能である。 
 

５－４ 水力開発の現状と課題 

（1）計画の遅れ 

近年インドネシアでの水力の新規開発は順調に進んでいるとはいえず、計画の遅れが顕著

になっている。その理由として、①予算上の制約、②社会・自然環境への影響、③不適切な

開発権の扱い、を挙げることができる。 
 

① 予算上の制約 
電源開発一般についていえることであるが、水力開発のための予算が十分でない。ODA は

インドネシア政府の債務が嵩むことになり、すべての案件で活用できるわけではない。IPP

導入を促進する必要があるが、水力の場合には自然条件のリスクが大きいことや初期費用が

大きいことがネックになり、進捗が上がっていない。 
② 社会・自然環境への影響 

過去に計画された水力案件のうち、特に貯水池式水力の進捗が進んでいない。例えば 1983
年に実施された HPPS 後に、特に経済性の高い 3 件の流れ込み式水力と 2 件の貯水池式水力

を対象として F/S が実施されたが、流れ込み式は 2 件（Besai 及び Musi）が既に建設済みで

あり、残りの 1 件（Malea）も民間による開発が模索されているのに対し、貯水池水力は 2
件とも（Tampur 及び Cibuni）は実施のめどが立っていない。 

また近年は貯水池式水力だけでなく、流れ込み式水力についても実施が遅れるケースがみ

られる。例えば ADB 資金で実施が進められたポイガール 2 水力は、プロジェクトサイトの

一部が森林保護区であったため、工事が中断している。 

③ 不適切な開発権の扱い 
Merangin 2 水力及び Malea 水力は、環境への影響が少なくかつ経済性の非常に高い有望案
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件であり、早期の実現が望ましい。いずれもインドネシア企業が開発権を獲得したとされて

いるが、IPP 開発に向けた実質的な進展がみられない。 
 

（2）施工後の問題 
① 上流域の保全 

ダム上流域の森林の農地転用や違法伐採による流域の森林面積の大幅な減少が発生し、こ

れが森林の保水力の低下を引き起こし、ダム貯水池への土砂流入が増加するケースが見られ

る。 
 

５－５ 水力開発計画のレビューの必要性の検討 

インドネシアでは以下のことにより水力開発計画の更新が望まれている。 
 

（1）水力発電開発の意義 
インドネシアの発電部門は再生不能な化石燃料や天然ガスに依存するところが大きい。こ

れらの再生不能な燃料は徐々に枯渇しており、更に温室効果ガス排出の原因になっている。

こうした状況に対応するため、インドネシア政府はさまざまな政策や取り組みを実施してい

るが、なかでも再生可能エネルギーが果たす役割の重要性が認識されるようになってきてい

る。特に水力は当該ポテンシャルを有する地域においてできる限り利用する旨明記されてお

り、その開発優先度を見直すことは重要である。 
 

（2）過去の包蔵水力調査の見直し 

水力発電開発に関し、インドネシアには過去 2 回の包蔵水力調査があるものの、前回の調

査より既に 10 年が経過しており、水文等の基礎情報のアップデートが必要である。また、過

去に実施された調査では、住民移転や森林保護区の開発を要するなど現在の価値観に照らす

と社会・自然環境への配慮が十分でない計画が含まれている可能性がある。既往の水力開発

計画を見直すことにより、より実現性の確かな電源開発計画の策定に資することができる。 
 

（3）ドナーの援助動向 
IBRDは当面ジャワの揚水案件に注力する構えである。一般水力についても関心があるが、

優良な案件に関する情報が少ないので、JICA 本格調査の結果に期待している（IBRD インド

ネシア事務所談）。また ADB は、電力供給設備については IPP の参入を促進する方針である

が、民間のインセンティブを高めるためにも、JICA が本格調査を実施する意義は大きい、と

している（ADB インドネシア事務所談）。 
 
５－６ 水力開発計画の見直しに係る基本的な方針（案）及び水力案件スクリーニング指標策定

に係る留意事項等の取りまとめ 

（1）水力開発計画の見直しに係る基本的な方針（案） 
既往の計画（詳細設計、F/S、プレ F/S）のなかには、環境負荷の大きい貯水池式水力が含

まれている一方、優良な流れ込み式水力も複数あると考えられ、これらを速やかに次段階に

進めるべき「コア・プロジェクト」として特定するとともに、案件の実施を促進する方策を
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検討する。 
一方、新規の開発候補案件の特定は前節 5-3 にて示した「HPPS2 でスクリーニングを通過

した案件」を見直しの対象にする。環境面を考えると一般水力で貯水池式の開発は厳しいが、

それを除いても候補案件は十分にある。 
また、現在実施中のアサハン 3 水力は、環境負荷を低減するために貯水池式水力として計

画されていた案件を流れ込み式水力に更新し円借款へとつなげた好例であるが、同様の視点

で過去に貯水池式として計画された案件を流れ込み式に変更することで、新たに有望な候補

案件を創出できる可能性を探る。 
一方、ジャワ島ではピーク対応電源として PLN 電力供給計画にアッパーチソカン、マテン

ゲン、グリンデュルの 3 件の揚水案件が挙げられている。うち、アッパーチソカンは詳細設

計、マテンゲンはプレ F/S が終了しており、いずれも IBRD 主導で進められている。3 件目

の揚水地点として、グリンデュルを含めた代替案を再度レビューし、環境負荷・経済性の観

点から有望な候補案件を特定する必要がある。また既設ダム・発電所の拡張/更新により、新

たに大規模な貯水池を設けずにピーク対応電源を設ける案も検討する。 
さらに、PLN 電力供給計画によればスマトラ島は系統負荷が 2008 年時点で 3,100MW 程度

であるが、10 年以内に 6,000MW 級に拡張することが予想されている。同規模を考えると、

将来的に揚水発電をピーク対応電源として開発する可能性を検討する。 

水力開発計画の見直しにあたっては、付属資料「3．合意した M/M 及び S/W（案）」の ANNEX 

2 及び 3 に示す案件を調査対象案件として扱うこととする。包括的なリストとなっているた

め、限られた期間内で効率よくスクリーニングを行い、案件を絞り込む必要がある。調査初

期の段階で重点地域、経済性並びに環境社会配慮により案件数を 20 件程度に絞り込み、現地

調査を経て最終的に 5 件のプレ F/S 案件を選定する、といった手順をとることとする。 
 

（2）スクリーニング指標策定に係る留意事項 

インドネシア全土を対象とした場合、地域によっては、需要が供給設備に比して小さい、

あるいは水文・地形等の基礎データが十分でない、等の開発候補地点が含まれることになる。

これらは初期のスクリーニング段階でスクリーンアウトさせる必要がある。 
HPPS2 では、社会・環境配慮にかかわるスクリーニングは貯水池式のみを対象とし、自然

保護区の水没面積が 10ha 以下、かつ移転所帯 1,000 所帯以下の条件をクリアすればスクリー

ニング通過とした。しかしながら、流れ込み式でもサイトの一部が自然保護区に入っている

との理由で中断している水力プロジェクトの例もあることから、スクリーニングの条件をよ

り厳しくする必要がある。 
 

５－７ 水力開発有力候補地点の抽出 

HPPS2 でスクリーニングを通過した案件のうち、ジャワ・バリ、スマトラ、スラウェシの地域

ごとに比較的経済性の高い流れ込み式水力を以下に示す。なおカリマンタンはスクリーニングを

通過した流れ込み式水力がない。また既に調査や実施が確認されている案件を除いた。 
水文情報に大きな違いがないこと、社会・環境配慮上で問題がないこと等が確認できれば、こ

れらのなかから優先案件が選ばれる可能性が高い。 
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表５－10 

No. プロジェクト名 位 置 
設備容量

（MW）

年間発生

電力量 
（GWh）

建設費 
（Mil. US$）

kW Cost 
（US$/kW） 

kWh Cost 
（US$/kWh）

        

1 Mamas-2 スマトラ 51 327.7 96.7 1,895.5 0.049 

2 Jambo Papeun-3 スマトラ 25.4 206.1 60.4 2,376.6 0.049 

3 Ketambe-2 スマトラ 19.4 124.9 46.0 2,368.5 0.061 

4 Sirahar スマトラ 35.4 228.3 58.9 1,663.3 0.043 

5 Ordi-1 スマトラ 40.8 263.0 66.3 1,625.8 0.042 

6 Simanggo-1 スマトラ 44.4 285.8 77.8 1,752.8 0.046 

7 Kumbih-3 スマトラ 41.8 269.6 78.6 1,881.0 0.049 

8 Sangir スマトラ 41.8 331.7 73.7 1,763.3 0.037 

9 Sinamar-2 スマトラ 25.6 217.1 64.4 2,515.9 0.050 

10 Air Tuik スマトラ 24.8 161.4 47.1 1,900.7 0.049 

11 Mauna-1 スマトラ 103.0 814.0 151.1 1,467.2 0.033 

12 Langkup-2 スマトラ 82.8 700.5 145.0 1,750.9 0.037 

13 Padang Guci-2 スマトラ 21.0 145.1 52.7 2,507.2 0.061 

14 Bone-3 スマトラ 20.4 148.3 61.1 2,995.8 0.069 

15 Solato-1 スラウェシ 26.8 176.1 83.0 3,120.5 0.079 

16 Lariang-8 スラウェシ 12.8 85.4 45.4 3,543.4 0.089 

17 Watunohu-1 スラウェシ 57.0 309.0 103.5 1,814.9 0.060 

18 Rowopening ジャワ 19.6 138.4 49.5 2,523.5 0.060 

19 Cibareno-1 ジャワ 17.5 117.0 48.8 2,792.8 0.070 

20 Cimandiri-1 ジャワ 24.4 167.5 77.3 3,168.2 0.077 

        

出典：HPPS2 に基づき調査団が作成 
 

５－８ 水力開発計画策定において解決すべき組織面・制度面の課題 

（1）組織面の課題 
PLN では計画部が水力発電を含む発電設備と系統の計画を担当し、JICA との担当窓口とな

っている。しかしながら水力案件の調査・設計を行うコアとなる部隊は本社にはなく、

Engineering については PLN Jasa Enjiniring が、また基礎データ、実験等に関しては PLN 
LITBANG が、また個別案件の情報については地方支局がそれぞれ支援をすることになる。

したがって全体の統率を本社がイニシアティブをとって行える体制が必要であると考えられ

る。 
特に水力開発では水文データの蓄積が重要であり、PLN も独自に観測所を有している。し

かしながら 1993 年に管理を地方支局に移管したあとはデータ収集が滞っており、多くの観測

所がその機能を失っていると考えられる。今後、このような観測所の維持管理体制の立て直
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しが必要である。 
 
（2）制度面の課題 

水力の新規開発促進のためには、ODA や国際融資機関の支援による開発のほか、民間投資

環境の改善が必要である。このために、政府保証の問題や低水準の電気料金体系といった課

題を解決する必要がある。 
また水力の特徴である自然条件リスク、並びに初期費用が大きいことが、民間による投資

意欲をそいでいる面は否定できない。官民で事業建設分担を行い、民間のリスクを低減する

ことで民間投資を促進する方法も検討に値する。 
一方、民間が開発権を取得したあとに長期にわたり計画の進捗が停滞する例が散見される。

開発を推進するために、開発権取得の資格審査など透明性の確保、開発権取得後一定期間後

に事業が完成しない場合、開発権やその他の許可を取り消す等の法制度の整備を行うことが

必要であると考えられる。 
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第６章 環境社会配慮の現状と課題 
 

６－１ 環境社会配慮に関する法制度と実施状況 

（1）環境行政 
インドネシアにおける環境行政は、「Law for Basic Provision for Living Environment 

Management, No.4, 1982」によって整備が開始され、1990 年 6 月には大統領令により環境影響

管理庁（ Badan Perincanaan dan Pembagunan Daerah / Environmental Impact Management 
Agency：BAPEDAL）が設置されている。1993 年にはそれまでの「人口環境省」が分割され

環境行政を独立して所管する「MOE」が設置された。その後 52 条からなる「Law for 
Environmental Management, No. 23, 1997」が改めて発効され、この法律によれば、すべての国

民はより良い環境を享受する権利を有するとともに、より良い環境を守るために環境汚染と

戦う責務を負うことを謳っている。 
開発事業を環境的に管理する制度としては、No.23 の法改正より早く、政令として

「Government Regulation for EIA, No.51, 1993」が制定されている。EIA の性格を特徴づける定

義として、「EIA は、実施する事業の F/S 調査の一部をなすもので、EIA の調査結果は地域開

発計画のために必要な情報となるものでなければならない（第 6 条）」を掲げている。つまり、

F/S 調査結果には、技術・経済・財務分析と合わせて EIA の調査結果が含まれていなければ

ならないとしている。 

また、EIA 手続きの過程で、事業者は「ANDAL」以外に、「RKL」及び「RPL」の 2 つの

書類を、EIA 報告書と同時に提出する義務がある（第 8 条）。これは、EIA 制度が「影響を予

測・評価し、代替案を検討する」ことだけに終始しがちな点を補う優れた制度といえる。 

さらに、EIA を実施する事業については、その事業内容を一般に広く公開しなければなら

ず、EIA 報告書についても、住民を含む関係者に対して集会形式で情報公開を行い、そこで

提出された意見は EIA の審査委員会に反映されることになっている（第 22 条）。その EIA 審

査委員会の構成委員には非政府組織（Non-Governmental Organisation：NGO）のメンバーも入

るよう明記されており、その理由として「NGO を通じて住民の希望を聞くことができる」と

している点が大きな特徴といえる。 

しかし、情報公開や住民参加の制度が十分機能しなかったため、政府は環境大臣令や環境

影響管理庁長官令の形式で多くの「Decree」を制定し、EIA の実質的な機能の強化を図って

いる。 

環境行政については、各州に州の環境影響管理局（BAPEDAL；Environmental Impact 
Management Agency of Provincial Government）がある。県/市にはそれぞれ地域環境影響管理

局（BAPEDAL-DA）があり、各行政区内の環境行政を担当しているが、2 つ以上の県/市にま

たがる環境問題や開発プロジェクトの EIA については州の環境影響管理局が管轄・指導を行

っている。 
 

（2）環境行政の地方分権化 
昨年の 2008 年 7 月 16 日に施行された MOE 省令で、EIA を管轄する権限が中央政府から

地方に分権化された。これを水力開発関係でみると、水力開発事業に関する EIA の審査権限

は、中央政府から州政府及び県/市に移管されている。ダムの高さが 15m 以上または貯水池
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の面積が 200ha 以上の水力開発事業及び既存の湖沼を利用する発電の場合で出力が 10MW 以

上の水力発電事業については、州の EIA 審査委員会が所管し、出力が 50MW 以上の水力発電

事業及び 150KV を超える送電線整備事業については県/市の EIA 審査委員会が所管すること

になる。しかし、この権限委譲を実現するためには、地方政府が中央政府に対してライセン

スの発行を求める必要があり、審査技術が一定の基準に達していない場合は認可されない仕

組みになっている。 
本格調査にプレ F/S 対象地域の選定や各プロジェクトに係る IEE 等を実施する場合は、貯

水池型水力の場合は当該州の環境影響管理局へ、また流れ込み式水力の場合は県または市の

環境影響管理局へ、それぞれ指導を求める必要がある。 
 

表６－１ 地方分権化による EIA 審査委員会の行政レベル 

事業の種類 中 央 州 県/市 

・ダム堰堤高  12m 以上 
・貯水池面積  200ha 以上 
・湖沼利用発電出力 10MW 以上 

― ○ ― 

・ 出力 50MW 以上の発電所 

・ 150KV を超える送電線 
― ― ○ 

○印は所轄部署を示す 
 

（3）環境関連法令 
前述したように整備されている法令や規則は多く、整備された EIA 関連の法規内容を総合

すれば、JICA のガイドラインに匹敵するレベルに達しているといえる。 

主要なものは以下のとおりである。 
1） Government Regulation No.51, 1993（EIA） 

EIA 制度の基本的理念と具体的な手続き業務を記載した政令。 
2） Decree of Head of BAPEDAL No.8, 2000（Community Involvement and Information Openness 

in the Process of EIA） 

上記 No.51 で住民参加や情報公開を規定しているが、十分な機能が果たされなかったた

め発布された長官令で、EIA の TOR 案及び EIA 報告書案についてステークホルダーへの

公聴会を開催し、住民等の意見を反映するよう詳細に規定されている。例えば、新聞で広

報する場合の掲載記事の大きさやテレビ広報の場合の放送時間まで決められている。 
3） Decree of Head of BAPEDAL No.9, 2000（Guideline for Preparation of EIA Study） 

環境大臣令 No.14, 1994 の改訂版である。EIA 報告書の目次構成や本文内容だけでなく、

RKL（Dokumen Rencana Pegelolaan Lingkungan Hidup）及び RPL（Dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan Hidup）の目次構成や内容を示している。 

4） Decree of Minister of Energy and Mineral Resources No.1457K, 2000（Technical Procedure to 
manage Environment for Energy and Mining） 

電力開発事業に係る EIA を実施する場合の TOR、ANDAL、RKL 及び RPL の作成方法等

を示した EIA ガイドライン。 
5） Decree of Minister of Environment No. 17, 2001（Types of Business and/or Activity Plans 
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required to be completed with the EIA） 
EIA を義務づけている開発事業の内容を 84 分野について提示している。 

6） President Decree, No.36, 2005（Land Acquisition for the Execution of Development in the 
Public Interest） 

開発事業に伴う土地収用の詳細を示した大統領令。 
7） President Decree, No.65, 2006（Land Acquisition for the Execution of Development in the 

Public Interest） 
開発事業に伴う土地収用の詳細を示した大統領令 No.36, 2005 の改定版で、公共事業用地

の収用法を規定した大統領令。 
8） Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, No.11, 2006 

Decree of Minister of Environment No. 17, 2001 の改訂版で、EIA 対象事業の種類を規定し

た環境大臣令。 
9） Peraturan Kepala Badan Pertanakan National, No. 3, 2007 

国家土地収用法。 
10） Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No.05, 2008 

EIA に係る環境審査委員会の権限に関する環境省令。 
11） Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No.06, 2008 

EIA に係る環境審査委員会のライセンスに関する環境省令。 
 

（4）JICA ガイドラインとの比較 

1） TOR 作成 

EIA に着手する以前に、どのような環境項目を、どのような方法で調査・予測・評価す

るかを提案する TOR の作成にあたって、ステークホルダーの意見を聴取し、それを TOR

の内容に反映させる制度は、JICA のガイドラインと良く類似している。しかも、TOR の

説明会において、「事業に賛成か反対か」という質問を設けた調査票を参加者に配布し、

その結果を TOR の添付資料として、EIA 審査委員会に提出することになっている。したが

って、事業者及び審査委員会は F/S 調査の早い時期にステークホルダーの事業に対する見

解を知ることができる。公聴会の広報については、新聞や地方メディアを利用して 1 カ月

前に通知しなければならない決まりになっている。 

2） 環境影響評価（EIA）制度 
インドネシアにおける EIA 対象事業は、前述の環境大臣令 No.17/2006 で 58 種類につい

て定義されているが、本件のようなマスタープラン段階での EIA の義務づけはない。また、

プレ F/S に対する EIA の義務づけもない。既にみたように「F/S 調査結果に EIA の結果が

含まれなければならない」と規定しているとおり、F/S 段階での EIA 実施が義務づけられ

ている。 
3） 初期環境影響評価（IEE）制度 

JICA ガイドラインでは、M/P 段階で IEE の実施が義務づけられているが、インドネシア

の環境関連法では IEE の規定はない。1986～1993 年の 7 年間はスクリーニングの結果に基

づいて IEE を実施する制度が機能していたが、現在は行われていない。したがって、本件

調査で水力開発マスタープランに基づく IEE を実施する場合は、本格調査団員のなかの環
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境社会配慮担当者の指導・支援が必要である。 
 
（5）環境基準 

1） 大気質の環境基準 
大気汚染に係る環境基準は表 6-2 に示すとおり、9 項目について州政府により決定され

ている。 
 

表６－２ 大気質の環境基準（東ジャワ州の例） 

NO 項 目 評価時間 濃 度 

1. SO2 24 時間 0.1ppm（262μg/m3） 

2. CO 8 時間 20.00ppm（22,600μg/m3） 

3. NOx 24 時間 0.05ppm（92.5μg/m3） 

4. O3 1 時間 0.10ppm（200μg/m3） 

5. Dust 24 時間 0.26ppm 

6. Pb 24 時間 0.06ppm 

7. H2S 30 分間 0.03ppm（42μg/m3） 

8. NH3 24 時間 2.00ppm（1,360μg/m3） 

9. HC 3 時間 0.24ppm（160μg/m3） 

出典：Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Aku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawad Timur 

 

2） 水質の環境基準 

水質に係る環境基準は、水域を以下の 4 クラスに分類して規定されている。 

水域クラス I：飲料水の水源として利用される水域 
水域クラス II：レクリエーション、灌漑、養魚等に利用される水域 

水域クラス III：養魚、灌漑等に利用される水域 

水域クラス IV：灌漑に利用される水域 
 

表６－３ 水質に係る環境基準 

水域の分類 項 目 単 位 

I II III IV 

気 温 ℃   

TDS mg/L 1000 1000 1000 2000 

SS mg/L 50 50 400 400 

pH  6-9 6-9 6-9 5-9 

BOD mg/L 2 3 6 12 

COD mg/L 10 25 50 100 

DO mg/L 6 4 3 0 

T-P mg/L 0.2 0.2 1 5 
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NO3-N mg/L 10 10 20 20 

NH3-N mg/L 0.5 （-） （-） （-） 

As mg/L 0.05 1 1 1 

Co mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2 

Ba mg/L 1 （-） （-） （-） 

Boron mg/L 1 1 1 1 

Se mg/L 0.01 0.05 0.05 0.05 

Cd mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 

六価クロム mg/L 0.05 0.05 0.05 1 

Cu mg/L 0.02 0.02 0.02 0.2 

Fe mg/L 0.3 （-） （-） （-） 

Sn mg/L 0.03 0.03 0.03 1 

出典：Peraturan pemerintah Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Presiden Republik Indonesia 

 

3） 騒音の環境基準 
 

表６－４ 騒音の環境基準 

NO 適用項目 騒音 dB（A） 

A.地域指定 

1. 住居地域 55 

2. 商業地域 70 

3. 事務所地域 65 

4. 広 場 50 

5. 工業地域 70 

6. 官公庁 60 

7. レクリエーション地域 70 

8. 特別地域  

 空 港 - 

   駅 - 

   港 70 

 保護地区 60 

B.活動  

1. 病 院 55 

2. 学 校 55 

3. 礼拝所 55 

出典：Decree of Minister of Environment KEP.MENLH/11/1996 
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（6）環境影響評価（EIA）の実施状況 
インドネシアでは既に数多くの EIA が実施されているが、水力開発事業についてみると、

中央政府の MOE/EIA 局には水力発電事業に係る ANDAL が現在 1 件も収蔵されていない。

理由としては、EIA の対象となるような大規模な水力開発プロジェクトが過去約 10 年間実施

されなかったことが挙げられる。一方、MEMR の環境担当部署には 1989～2001 年の 12 年間

に実施された 61 件の事業に係る ANDAL が収蔵されている。開発事業者は 1 件を除いてすべ

て PLN である。 
 

表６－５ 水力開発に係る EIA 実施件数 

年度 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 計 

件数 2 3 2 2 11 9 5 4 10 6 5 1 1 61 

出典：MEMR 環境保護課資料より JICA 調査団が集計 
 

ANDAL はすべてインドネシア語で作成されており、内容の詳細な照査は時間的に困難な

ため、予測・評価編の主要な部分について通訳を利用して口頭でチェックを試みた。ANDAL

は「1999 年ケサンベン水力発電及びカランカテス IV＆V 水力発電開発事業」に関するもの

である。 

以下、いくつかの問題点を述べる。 

1） 環境影響評価（EIA）の評価項目 
環境分野として大気、騒音、水質、水文、土地利用、交通の 5 項目、自然環境分野とし

て植物、動物、水生生物の 3 項目、経済・社会・文化分野として雇用機会、経済活動、文

化、健康、ビジネス機会、地域住民の受容、地域住民の危惧、安全、基盤整備の 9 項目の

全体で 17 項目が設定されている。JICA ガイドラインの 30 項目と比較すると幾分少ないが、

内容的にはおおむね包括しているといえる。 

2） 予測及び評価の内容 
予測に関しては比較的定性的な予測が多く、類似した文章の繰り返しが多い。評価も含

めると「影響がある」という結論に対して、どのようにその影響を緩和・削減するのか、

どのような対策を取ろうとしているのかに関する記述がなく、問題を提起したままで終わ

っている場合は多いように感じられる。影響の緩和対策として、事業の計画内容や設計諸

元にフィードバックして、見直しを図るというよりも、前半で既述している計画や設計内

容は既に固定されたものとして取り扱っており、環境的配慮がどのようになされたのか分

かり難い。 
3） 本格調査での留意点 

EIA の目的は、確定した事業計画が環境に対してどのような影響を与えるかを評価する

ことではない。予測される影響をいかにして少なくするか、そしてその方策をどのように

して計画に反映させるかが、最終的な目的である。したがって、本格調査では、環境及び

社会にどのように配慮して計画が策定されているかが明確になるよう配慮する必要があ

る。 
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1  
NO.36/2005 N.65/2006

Land Acquisition and Resettlement Action Plan LARAP
3

1

LARAP  

Kabupaten Kota
Badan Pertanahan 

Nasional National Institute of Land Nilai Jual Obyek 

Pajak NJOP

NO.20/1961  

1999 IBRD 1,000

PLN 1,500 6,000  
 

2  
2,800 ha

2,000 ha 20 km2 189 km2 10.5

MOFo
 

1   

MOFo 500 1
6-1  

60km Bogor  
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NO  

 
   

1 Cagar Alam CA Strict Nature Reserves A sanctuary reserve area having a characteristic 
set of plants, animals and ecosystems which 
must be protected and allowed to develop 
naturally 

2 Suaka Margasatwa SM Wildlife Sanctuaries A sanctuary reserve area having a high value of 
species diversity and/or unique animal species 
where habitat management may be conducted in 
order to assure their continuation and existence 

3 Taman Hutan Raya THR Grand Forest Parks Nature conservation area intended to provide a 
variety of indigenous and/or introduced plants 
and animals for research, science, education, 
breeding enhancement, culture, recreation and 
tourism purposes 

4 Taman Nasional TN National Parks Conservation area which have specific features 
and multiple functions in protecting life 
supporting system, preserving the diversity of 
living resources and ensuring sustainable 
utilization of natural resources 

5 Taman Wisata 
Alam 

TWA Nature Recreation Parks Nature conservation area mainly intended for 
recreation and tourism purposes 

6 Taman Buru TB Hunting Game Reserves Recreation forests where some hunting 
speciesexist and hunting activities are allowed 
for recreation purpose under the conservation 
regulation 
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2） 自然保護区域分布状況 
自然保護区域の分布状況を把握するために、MOFo から提供された資料に基づいて保護

区域を集計した。結果は表 6-7 に示すとおりである。 
 

表６－７ インドネシアにおける自然保護区域 

島 種 類 箇所数 面積（ha） 
ジャカルタ 5 107,721.84 
バンテン 8 180,510.40 
西ジャワ 51 176,184.2 
中央ジャワ 40 125,225.33 
ジョクジャカルタ 8 3,089.55 
東ジャワ 28 234,500.45 

ジャワ 

合計 140 827,231.77 
バリ 7 26,123.16 

バリ 
合計 7 26,123.16 
アチェ 8 1,296,289.00 
北スマトラ 25 481,940.19 
西スマトラ 24 944,881.40 
リアウ 16 544,079.45 
ケプラウアンリアウ 4 18,665.62 
ジャンビ 14 731,713.18 
ベンクル 33 436,117.95 
南スマトラ 11 778,134.31 
バンカベリトウン 1 34,690.00 
ランプン 4 456,601.9 

スマトラ 

合計 140 5,723,133.00 
西スラウェシ 1 2,000.00 
南スラウェシ 17 838,771.17 
ゴロンタロ 6 82,072.07 
北スラウェシ 10 447,821.83 
中央スラウェシ 19 986,982.39 
スラウェシテンガラ 16 1,789,315.36 

スラウェシ 

合計 69 4,146,962.82 
西カリマンタン 17 1,531,796.39 
中央カリマンタン 9 1,419,889.00 
南カリマンタン 12 240,798.77 
東カリマンタン 9 1,807,979.00 

カリマンタン 

合計 47 5,000,463.16 
西ヌサトゥンガラ 23 185,509.26 
東ヌサトゥンガラ 34 535,493.84 ヌサトゥンガラ 
合計 57 721,003.10 
マルク 26 578,689.84 
北マルク 7 208,057.53 
パプア 47 10,700,078.99 
合計 80 11,486,826,36 

マルク/パプア 

総合計 540 27,931,743.37 
出典：MOFo 資料より JICA 調査団作成 
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（3）自然環境保全 
本件の調査対象地域は、豊かな自然に恵まれた地域であり、生息する種の数も多い。MOFo

からのヒアリングによれば、スラウェシ島には 1,600 種を超える鳥類が生息している。これ

は 1 例であるが、他の動物、植物についても同様の可能性がある。MOFo の情報によれば、

全国の動物・植物のリスト及び棲息地の概要に係る情報は整備されているとのことであるが、

今回の調査期間中に提供を受けることができなかった。担当者は、探さなければ見つからな

いといっていたが、その資料に多くを期待することは困難である。特に、水力開発候補地の

自然環境について、既存資料で把握することは相当に困難であり、プレ F/S の対象地域が選

定された場合は、専門家による現地踏査が必要であろう。 
 
（4）少数民族 

インドネシア国内には 600 を超える言語が存在するといわれており、異なった文化を有す

る 300 ともいわれる数多くの民族が暮らしている。MEMR でのヒアリングによれば、少数民

族は一定のテリトリーを先祖伝来の土地（Ulayat Land）として共有し、その内部を移動しな

がら生活を営んでいる。したがって、現在、空地となっている場所でも彼らのテリトリーで

あり、部外者が侵入し何らかの施設を建設すればクレームが発生することになる。もちろん、

その土地全体が国有地であり、土地の所有権問題は発生しないが、彼らの認識からすれば自

分たちの土地であり、無断で利用されたと感じるわけである。したがって、開発事業を実施

する場合は、彼らの代表者と十分に協議をして理解を求める必要がある。彼らはインドネシ

ア語を解さない場合もあり、通訳の助力が必要になる。代表者の権限は大きいため、十分な

理解が得られれば問題は最小限にとどめることができるといわれている。 

一方、貯水池型水力開発で計画サイトが複数の種族社会に影響を与える場合、種族間の社

会・生活・文化・意識の違いから互いの利害が相反する場合が想定される。その場合すべて

の種族が満足するような計画の策定は困難であるが、各種族の見解を十分に理解したうえで

最大限の努力を払うよう事業者を支援することで、事業の円滑な推進が図れるよう配慮する

必要がある。 
 

（5）情報公開とステークホルダーミーティング 
EIA に着手する以前に、どのような環境項目を、どのような方法で調査・予測・評価する

かを提案する TOR の作成にあたって、ステークホルダーの意見を聴取し、それを TOR の内

容に反映させる決まりになっている。 
しかし、MEMR の EIA 部署の責任者は、「ANDAL が完成して、EIA 審査委員会が開催さ

れる際に、住民代表や NGO を審査委員に参加させるので、住民や NGO に事業の情報を提供

するのはそのときでよい」という認識しか有していない。また、MOE の実質的な EIA 責任

者も水力開発事業の情報を早い時期に公開することに危惧の念を抱いており、先方の考え方

に従った場合、JICA ガイドラインとの整合性が維持できない可能性がある。したがって、本

格調査実施に際しては、IEE の TOR 作成時に十分なステークホルダーミーティングが実施で

きるよう MEMR を支援する必要がある。 
本件準備調査では、MEMR の意向もあって NGO との接触はしなかったが、本格調査にお

いては早い時期、例えばステージ 1 の第 1 回ステークホルダーミーティングに NGO を招待
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して、水力開発全般に対する彼らの基本的な見解を聞き取っておくことが重要である。 
 
（6）サイト選定基準の設定 

以上の環境問題を考慮するとサイト選定基準は以下のようになる。 
① Less resettlement is better.（移転住民） 
② No Protected Areas（自然保護区域） 
③ Run-of-river type is better than reservoir type.（発電形式） 
④ No endangered species in and around the site（生態系） 
⑤ Attention to water usage downstream（下流地域の水利用） 

 
1） 移転住民 

水力開発にあたって移転民家がゼロであれば理想的であるが、それは不可能に近い。

MEMR の情報では、移転に関しては開発事業とは無関係に、1980 年から国の移住政策に

従って移住先の整備を行っており、移住対象者は自分の希望する移住先へ移転できるとの

ことであるが、現在の土地での暮らしに不満がある場合を別にすれば、強制移住を望んで

いる住民はいないため、サイト選定に際しては「移転対象住民の数が少ない方が優先され

る」という基準を設定すべきである。 

2） 自然保護区域 

自然保護区域内の開発行為はほとんど不可能であるため、これは避ける必要がある。保

護地域の有効活用は原則として認められているが、その手続きに時間を要するため、実質

的には困難であると考えるべきである。 

3） 発電形式 
広大な面積が水没してしまう貯水池型水力よりも改変面積が少ない流れ込み式水力の

方が、環境的には影響が少ないため優先すべきである。 

4） 生態系 
自然豊かなインドネシアで動植物を重視するのは当然であり、特に絶滅危惧種の場合は、

サイト内のみならずその周辺地域についても保全の対象とすべきであり、本格調査時点で

は MOFo の専門家と十分な協議が必要である。 
5） 下流地域の水利用 

下流側の水利用状況を把握して、飲料水、灌漑用水、漁業、水運等、水力開発によって

影響を受ける項目について情報の収集に努める必要がある。 
 

（7）戦略的環境アセスメントの視点 
通常の EIA は事業実施が決定したあとに行われる影響評価であるため、事業計画の改善や

設計変更あるいは環境保全対策の検討等に視点が移り、「事業を実施しない」という代替案を

選定するケースはほとんどない。それに対して戦略的アセスメント（Strategic Environmental 
Assessment：SEA）は、事業実施が決定していない段階で評価を行うもので、したがって、「事

業を実施しない」が EIA の重要な視点となる。最も効果的な SEA は法律の策定で、それに

よって個別の事業を立案・計画する以前に、法的に環境保全を図ることができるからである。 

本件についてみれば、国が自然保護区域を設定しているだけでなく、保護区域の規制を
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外すためには国会の承認と MOFo 大臣の認可が必要であり、事業者の負担を考えれば保護

区域内の開発を断念せざるを得ないというインドネシアの制度は、まさしく SEA を先取り

したものとして評価されるべきものである。 
また、電力開発に際して、地球温暖化物質の二酸化炭素を大量に発生する石炭火力や石

油火力ではなく、温暖化物質の排出がない水力発電を選定したことも、地球全体の環境保

全に貢献する SEA 的選択であるといえる。確かに、広大な貯水池を森林地域につくれば、

二酸化炭素を吸着する森林が消失し温暖化防止に歯止めがかかる可能性がある。その場合

は、火力による温暖化物質の排出量と水没で失われる温暖化防止効果のどちらが勝るか量

的な比較が必要であるが、水力発電の形式を貯水池式から流れ込み式に変更することによ

って消失する樹木の数を減少させれば、水力開発が SEA の視点から、優れた選択であるこ

とは明らかである。 
さらに、重要なのは次のステップである「候補地の選定」である。既述したように、「非

自発的住民移転」が少なく、「自然保護区域」の規制を遵守し、極力「流れ込み式」の水

力開発に留意し、「絶滅危惧種」を保全し、下流地域の住民への影響を最小限に抑制した

開発が実現できれば、SEA 的に優れた開発行為として認められることになるであろう。 
 

６－３ 水力開発に係る予備的スコーピング 

（1）スクリーニング 

水力発電開発の種類には、環境への影響が比較的大きい貯水池型発電、影響が少ない流れ

込み方式や湖沼利用発電等がある。しかし、水力開発計画の M/P 段階では、実現可能性のあ

る事業の具体性が十分でなく、環境影響要因の特定がやや困難である。そこで、社会環境及

び自然環境への影響が最も大きいと考えられる貯水池型の発電施設の建設を想定して現時点

ではカテゴリーAとして分類し、優先プロジェクトが選定され F/S調査が実施される段階で、

再度、スクリーニングを実施し、カテゴリー分類を行うものとした。 
 

（2）予備的スコーピング 
プレ F/S のための 5 カ所の候補地と発電タイプが決定しない現時点で、水力開発が実施さ

れた場合に発生すると予想される影響を最大限に考慮して予備的スコーピングを実施した。

MOE の EIA 責任者の見解は得られなかったが MEMR の EIA 責任者及び EIA 担当者の見解は

聞くことができた。 
結果を表 6-8 に示す。Rating 欄の J は JICA 調査団、M は MEMR の EIA 責任者、S は MEMR

の EIA 部のスタッフを示す。JICA 調査団の評価よりも厳しい評価を行った項目は以下のと

おりである。 
・ 地域経済：電力供給により地域経済が影響を受ける。 
・ 社会基盤：変化する。 

・ 文化財：インドネシアには 1,000 以上の言語があるように文化も多様であり、異なる文

化をすべて保全するような候補地の選定は困難である。 
・ 地域抗争：上記と同じ理由ですべてのコミュニティを満足させることは難しい。 

・ 動植物・生物多様性：保護区域の場合は重大な影響を及ぼす可能性がある。 
・ 底質：上流側の違法伐採や違法な砂取りで底質が増加する。 



－63－ 

・ 事故：水に慣れていないため貯水池ができて水難事故が発生している。例えば、結婚式

で船が転覆した例もある。 
逆に、評価がゆるくなっているものについては、「下流域の水利用はコントロールできる」

「水質汚濁や廃棄物問題は生じない」「衛生問題、HIV、マングローブやサンゴ礁、地球温暖

化等には影響がない」との見解であった。 
いずれにしても、ここに示した予備的スコーピングは極めて一般的なものであり、具体的

なプレ F/S 対象候補地が決まった時点で、大幅な見直しを図ることで意見は一致した。 
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６－４ 環境社会配慮 TOR 案 

IEE を実施する場合の TOR 案について、ステークホルダーの代表として意見を聴取した MEMR
の EIA 責任者の情報に基づいて、本格調査団が留意すべき環境項目及び調査内容について検討し

た。 
TOR 案としては以下のものが挙げられる。 

1） 水力開発計画の目的と法的規定 
2） IEE レベルの調査の必要性 
3） 調査（プレ F/S）対象地域の環境現況 
4） プレ F/S の対象事業の内容 
5） 影響を受ける環境項目と調査方法の検討（スコーピング） 
6） EIA 及び代替案の提案 
7） 環境管理及び環境モニタリングに係る提案 
8） 住民参加 

 

このなかで、特に留意すべき点を挙げると以下のとおりである。 
 

（1）初期環境影響評価（IEE）レベルの調査の必要性 

インドネシアには IEE の制度がないため、実施にあたってはカウンターパートとの十分な

協議が必要である。またインドネシアでは、本件に類するマスタープランに係る EIA の義務

づけもない。したがって、実際の調査では、IEE レベルの環境調査を実施し、F/S 対象案件の

絞り込みに活用できるよう配慮する必要がある。実際に IEE レベルの調査を実施するのはイ

ンドネシア側であり、本格調査団はこれを支援する立場にあるため、先方の理解が十分得ら

れるよう留意する必要がある。 
 

（2）プレ F/S 対象地域の現地調査 
プレ F/S 対象地域は 5 カ所になるが、これらについては現地調査が必要になる。その調査

概要は S/W に記載されているが、既に挙げたサイト選定のための 5 項目のクライテリアによ

ってサイトの適性が判断できなければならない。したがって、その条件を満足する現地調査

を実施するために、下記の調査項目を含むものとする。 

1） 移転対象住民 

・社会基盤（人口、家族構成、職業、教育、制度等） 
・経済状況（収入、就業率、土地利用、水利用等） 
・文化（地域文化、宗教、慣習、衛生、行事、遺跡、文化財等） 

・水力開発に係る意見 
・移転に係る見解 

2） 下流側住民 
・河川利用及び水利用（給水、灌漑、漁業、養殖、水運等） 

3） 自然環境 

・動物/植物/生態系調査 
・貴重種及び絶滅危惧種に係る聞き取り調査または確認調査 
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（3）環境管理及び環境モニタリングに係る提案 
インドネシアにおいて本格的な EIA を実施する場合は、ANDAL の提出時に、「RKL」及び

「RPL」を同時に提出しなければならない制度になっている。したがって、上述のように IEE
レベルの調査を実施する際の影響緩和対策及び影響監視の概要を検討し、RKL と RPL に準

じた提案が計画・設計に盛り込めるよう留意する必要がある。 
 

（4）住民参加 
インドネシアの EIA 制度では、住民参加を重要視しており、本格的な EIA を実施する場合、

事業者は、TOR 作成にあたっては住民意見を聴取することが義務づけられている。したがっ

て、IEE レベルの調査を実施する際にも最小限必要と判断される住民意見の聴取については、

先方の主導権の下に保証できるよう配慮する必要がある。 
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第７章 本格調査の協力内容及び留意事項 
 

７－１ 電力開発計画に関する留意事項 

（1）カウンターパート 
PLN の RUPTL の策定は、本社が RUKN を参考に基本的な指標、目標値、想定値を設定す

るのみで、実際の策定作業は各事務所単位に委ねられている。このことは何を意味するかと

いうと、1990 年代までと異なり、本社機構のなかに本格調査のカウンターパートとして調査

団とともに作業を分かち合う担当職員の数が非常に限られており、カウンターパートとなり

得る職員の多くは各事務所単位に分散している可能性が高いということである。 
事実、本準備調査において PLN のシステム計画部（System Planning、RUPTL 策定担当部）

では、各担当部員の数は需要予測：2 名、電源拡張計画：2 名、送電系統拡張計画：3 名、で

あり、各分野とも Java-Madura-Bali とそれ以外の地域の担当に分かれており、実質的にそれ

ぞれの分野の担当者が 1 人ということになる。 
以上から、本格調査のためのカウンターパートの人選依頼はできるだけ早い時期に行う必

要があるだけでなく、調査団とともに継続して作業可能なメンバーの人選も重要となると考

える。ただし、本格調査のなかで実施予定のプレ F/S では、プロジェクトサイトを管轄地域

に含む事務所単位が調査期間を通じて全面的に協力できる体制を構築できれば、逆に、円滑

な調査が可能となると期待できる。 
 

（2）需要想定 

需要想定は、需要家に最も近い位置にいる配電会社及び支店がそれぞれの管轄地域の需要

想定を行い、それを積み上げて全体の需要想定を算定している。しかしながら、電力開発計

画とその上位にある国家開発計画や相互関係にある各分野の開発計画との整合性を図る重要

な手段は需要想定であることに留意すべきである。そのためには、全国の需要想定は本社機

構の下、他分野の開発計画や国家開発計画に合わせたマクロ的な需要想定を行うべきと考え

る。当然、各地域の電力開発計画策定のために配電会社及び支店が実施している需要想定は

必要であるが、それらを積み上げた結果をマクロ的見地から策定した需要想定に合うように

調整して、それ以降の電源拡充計画、系統整備拡張計画等に反映させるべきである。そうす

れば、各事務所単位で策定した電力開発計画と上位または他分野の開発計画との整合性の取

れたものとなる。 
過去の電力開発計画に関連した調査結果をみると、ほとんどの場合調査団独自の需要想定

を実施して、それに基づいた開発計画を策定･提言している。しかしこの場合、インドネシア

側がその提言に従って計画を実施しようとすると自ら策定した開発計画を手直ししなければ

ならなくなる事態も生ずる。このことは、せっかく調査を実施してもなかなか実施に進まな

い原因の 1 つとなっている可能性も否定できない。その点、本調査では、需要想定に対して

のスコープは「レビュー」であり、現行の RUPTL2009 に基づいた提言が可能になり、問題

が少ないものと考える。 
 

（3）電源開発計画のなかの水力開発の位置づけ 
インドネシアは、降雨量のみならず地形的に山岳の多い地形であり、多くの包蔵水力を有
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しているが、いまだ、開発はその一部にとどまっている。水資源から生み出される電気は、

化石燃料を使って発電される電気と、質的に全く同じものである。しかしながら、以下の優

れた性質・特性を有する。 
1） 再生可能であり、一度その価値を利用できるシステムを構築したあとは、水資源は毎年

自動的に補給され、単に、設備の O/M が主体の極めて少ない運用経費で利用できる。 
2） 発電システムに貯水池の機能を付加させることにより、①洪水調節、②流入水の季節的

な利用機会の移動、③そのことによる農産物の収穫の増大（灌漑）などにより、自然災害

からの防御、生活基盤整備等の付加価値を得ることができる。 
3） 発電設備としては最もクリーンなエネルギーである。 
4） 石油･石炭等を燃料とする発電設備は高圧の水蒸気を媒介して発電しているため、負荷

の急激な変動に対する反応は遅いという欠点をもつが、水力発電は水車に流入する水量を

調節するためのガイドベーンの操作（自動的）によって容易に、かつ、迅速に対応可能で

あり、電源脱落、送電線の故障による負荷の脱落等による系統擾乱への対応機能が非常に

高い。 
 

反面、化石燃料による発電に比較して、開発のための以下の制約がある。 
1） 発電サイト及び出力は地形・流入量でほとんどの場合決定され、需要の規模、増加に合

わせた開発に困難を伴う。 

2） 建設費の大きな部分を占める土木構造物のほとんどを初期の段階で建設しなければな

らず、初期投資の負担が大きく、そのことが経済性に大きく影響する。 

3） 貯水池による森林の水没、ダム、建設用道路、発電所、水圧鉄管等を建設するための樹

木の伐採等の自然を破壊する行為が伴う。また、それまで道路がないために一般の住民が

入れなかった地域に建設用道路ができたため、一般の住民が容易に立ち入ることができる

ようになり、森林の不法伐採、それによる土地の荒廃による土砂の流出、流入量の減少等

の影響が生じる。 
4） 降雨量の季節変動が著しく、貯水池式を除き、年間を通じた安定した運用が困難であり、

他の電源と組み合わせた運用が必要となる。 
 

以上、水力発電開発の利点、欠点を論じたが、インドネシアを含めた世界の水力開発のほ

とんどは、上記の利点を十分に発揮して、各国の経済活動のみならず、農業、民生に大きく

寄与してきていることは事実である。特に、水力発電所により発電される電気は最もクリー

ンであり、二酸化炭素の発電による総合的な発生を抑制する効果が高い。 
 

（4）ジャワにおける水力開発の今後の方針 
インドネシアは島嶼国家であり、電力供給システムの度合いはさまざまでピンからキリま

で存在する。「ピン」は Jawa-Madra-Bali システムで既に 500kV、154kV でほぼ完全な形で連

係されており、ごく一部に未電化の地域を残すが、配電網も全国をほぼ網羅し、電力供給シ

ステムとして成熟しているといえる。「キリ」はマルクやヌサトゥンガラ等の離島である。 
Jawa-Madra-Bali 地区の開発可能な水力地点は残り少なく、一般水力は貯水池式を含めてす

べて開発したとしても 1 年分未満の需要増加に対応できるだけで、必然的に需要増加に対応
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した電源開発は石炭火力などの他の大規模電源で対応しなければならない。しかしながら、

これらの新規に開発される発電設備は主に負荷のベース部分を分担し、系統運用上、既存の

石炭火力、複合火力機は徐々にミドル負荷を分担するようにその役割が変化していく。一方、

ピーク部分の対応は、それら既存の石炭火力ではコスト的に対応が困難であり、既存の複合

火力・ガスタービン及び新規に建設するガスタービン（建設費が安く、建設期間も短い）が

経済的な選択となるであろう。したがって、石油消費の全エネルギー消費の比率を大幅に削

減するとの政策の達成には、ガスタービンに変わるピーク対応の設備の開発が必要となる。 
ピーク対応型の発電設備として水力発電は最も優れた設備であり、量的に限られた水力資

源を、経済的な系統運用を考慮して、有効に活用するための対応策を以下説明する。 
1） 揚水発電：アッパーチソカン並びに他の揚水発電所候補の建設を進める。揚水発電所は

水車の回転速度を自由に変えられる技術の開発により、単にピーク時の発電対応という開

発理念から、系統の安定化に重点を置いた開発が進められるようになってきている。その

点ジャワ島は急峻な山岳部が多く大規模の揚水発電の開発が可能であり、経済的に大型の

ガスタービン発電設備に匹敵する開発が可能であり、系統の規模も大容量の揚水発電設備

を受け入れるに十分といえる。 

2） 既存の水力発電所の改修・グレードアップ：既存の発電所で運転開始から時間がたち、

設備の更新が必要なものが多く存在する。また、そうでなくとも既存の発電所は、その開

発時点の設計思想、需要に対応して開発されており、現在の設計思想や電力系統の要求か

ら乖離しているものが多く見受けられる。年間を通じてピーク運転可能な発電所機能への

転換を視野に、これら既存の発電所の設備増設、調整池・圧力トンネル・導水管等を含む

発電システムの改造、場合によっては混合揚水発電への変更の可能性調査を行い、積極的

に更新･改造計画を実施し、ピーク対応可能な発電設備の増強を図ることが必要と考える。

この場合の建設単価は同規模の発電所を新規に開発する場合に比較して低く抑えられ、工

期も大幅に短縮することができるケースが多い。 

3） 未開発の水力ポテンシャルの開発：未開発の流れ込み式計画のみならず、貯水池式は流

れ込み式への変更の技術・経済的な可能性も併せ調査し、ピーク電源としての開発の可能

性評価を行い、経済性の高い順に開発を進める。 
 

（5）貯水池式水力開発 

水資源、特に発電後の水は、より人間の生活に密着した目的、すなわち、飲料水、農業用

水等に有効に利用される方策を心がけるべきである。 
インドネシアにおける発電という観点からみても、マルク、ヌサトゥンガラ、パプアは送

電系統がほとんど整備されていない。これらの地域のほとんどが現在ディーゼル発電設備に

よって電力供給がなされている（2007 年末現在、インドネシアのディーゼル設備容量：

2,956MW）。しかしながら、そのほとんどが燃料価格の高騰による購入・定期的輸送の困難

さという問題を抱えている。現在、短期電源拡充計画の下、それら地域での小規模石炭火力

発電所の建設が推進されつつあるが、石炭の安定的な供給に問題を残した計画となっている。

それらの化石燃料を使用している発電設備の代替または二酸化炭素削減を目的とした小水力

の開発が進められているが、この開発は二酸化炭素の削減としての効果はある程度期待でき

るが、ディーゼル等の代替としての機能は以下に述べる理由により十分とはいえない。 
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気候的にインドネシアは雨期と乾期の 2 つに別れており、乾期には河川からの流出量が極

端に低下するという特徴がある。この差は流域の小さな河川ほど著しく、乾期に流出量がゼ

ロとなる河川も多い。このような流量特性をもつ河川の年間を通じた有効的活用を図るため

には、雨期の流量を乾期に利用することが重要となる。すなわち、最も経済的な手段である

貯水池による季節間の流量調節である。その結果として、水力発電所からの電力供給の年間

を通じた平準化のみならず、下流域の安定した飲料水、農業用水等の供給が可能となること

にも留意すべきである。 
 

（6）環境行政の地方分権化と電力施設開発 
第 5 章において、2008 年 7 月 16 日に施行された MOE 省令で、EIA を管轄する権限が中央

政府から地方に分権化されたとして、表 5-1 で EIA 審査委員会の権限委譲を受けた所轄の分

担レベルが示されている（以下に再掲）。この権限委譲を実現するためには、地方政府が中央

政府に対してライセンスの発行を求める必要があり、審査技術が一定の基準に達していない

場合は認可されない仕組みになっているとはいえ、電力施設の開発に大きな問題があると考

えられる。以下、問題点の主なるものに対し説明する。 
 

（再掲）表７－１ 地方分権化による EIA 審査委員会の行政レベル 

事業の種類 中 央 州 県/市 

・ ダム堰堤高  12m 以上 

・ 貯水池面積  200ha 以上 
・ 湖沼利用発電出力 10MW 以上

― ○ ― 

・ 出力 50MW 以上の発電所 

・ 150KV を超える送電線 
― ― ○ 

○印は所轄部署を示す 
 

1） 水力発電所建設：発電所を構成する施設は、ダム（または堰）、トンネル、水圧鉄管、

発電所、アクセス道路等、面的な広がりは場合により数 10km 以上にわたる場合がある。

また、河川を州境、県境にしている場合が多く、それらの多くが、民族、習慣、文化、歴

史、利害等が異なる場合がみられる。すなわち、プロジェクトサイトが無数の県、複数の

州にまたがるケースが多く、それぞれが異なる考え方、利害をもっている可能性が大きい

といえる。したがって、発電所建設にかかわる EIA 審査委員会の担当行政レベルは、国家

的事業の一環として実施することを考え、（小水力を除き）一律中央または拡大した州（ス

マトラ、カリマンタンのレベル）が望ましいと判断する。 
2） 送電線：150kV 以上の送電線は県/市レベルとあるが、第 1 に問題となるのは、インドネ

シアの送電電圧として 70kV も使用されているが、この電圧階級の送電線は無審査で良い

のかということである。 
  第 2 は、通常送電線の亘長は数 10km から数 100km が普通であり、単独の県内にとどま

ることは例外的である。そのうえ、送電線はその経過地住民に鉄塔敷地の取得（収用）、

景観を損ねるというマイナス面のみで、直接的な利益をほとんど及ぼさないことである。

このような建造物建設に対する EIA の管轄権限を県に与えることは、ますます問題を複雑
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化させ、強いては建設の中止に至るおそれが多分に予想される。すなわち、送電系統の整

備･拡張のみならず発電所の建設もできないことになるおそれが多い。 
3） 表 7-1 では「以上」「超える」という表現があるが、その範疇に入らない、すなわち、「以

下」「越えない」の電力供給施設に対してどのようになっているか明確にする必要がある。

そうでなければ、本格調査のスコープの対象としている 5.0MW 以上の水力開発という目

的に沿わないことになる。 
 
７－２ 水力開発計画に関する留意事項 

（1）調査実施体制 
本調査の実施にあたっては水力開発における制度面の検討を行うことになっており、

MEMR の関与が重要である。また個別の水力発電計画の見直しについては PLN が主要な役

割を担うが、電力開発計画・系統計画を担う System Planning 部門のほか、Engineering を担当

する PLN Jasa Enjiniring、また基礎データを担当する PLN LITBANG、あるいは PLN 地方支

局のかかわりも重要である。このため、これら各組織より専門分野のカウンターパートを構

成することが、本格調査の実施にあたって不可欠である。 
 

（2）調査内容 

本格調査では追加の水文情報や地形図情報に基づき、経済面、環境影響面等をおのおのの

計画地点について新たに検討し、優先度の高い水力開発計画を抽出することを予定している。

調査実施にあたっての課題は以下のとおりである。 

1） 本データの整備 

全国の主要観測所における降雨量・流量データはそれぞれ BMG、PUSAIR から入手可能

である。一方、PLN 独自の観測所からのデータ収集についてはその可能性が低いが、本格

調査の初期段階で各地方支局に直接確認をとる必要がある。 

地形図については最新図を BAKOSURTANAL より入手し、新たに 2 万 5,000 分の 1、5
万分の 1 が利用可能になった地点については、HPPS2 での情報との照合を行う。 

2） 有望地点の選定 
HPPS2 でスクリーニングを通過した案件以外に、貯水池式水力計画を流れ込み式に変更

する案、既設ダム・発電所の拡張/更新によりピーク対応電源を設ける案を検討する。前者

は経済性が成り立つか否かの確認となる。後者は、既設貯水池の堆砂進行程度、下流の水

利用、逆調整池の要否と建設可能性等、が検討のポイントとなる。 
3） 優先順位づけ 

優先順位づけは技術面を考慮した経済性だけでなく、基礎データの信頼性や社会・環境

面での影響等を考慮のうえ検討する。 
一方、更新された水力開発計画を PLN の System Planning 部門に提供し、電源開発計画

の費用最小化作業を支援する。 
4） 本格調査の開始時期 

雨期（10～3 月ごろ、特に 12～1 月が雨量が多い）に現地調査は困難であり、この時期

に現地調査がかからないように実施工程を策定する必要がある。 
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（3）現地再委託業務の内容と概算数量 
水力開発計画にかかわる現地再委託業務として、以下を実施する。 
地形：既存の航空写真を用いた写真図化、簡易地上測量、並びに河川の縦横断測量。 
水文：地点ごとに水位観測用のゲージを設置し、継続的に水位観測を行う。また流量観測、

浮遊砂・掃流砂サンプリング並びに水質調査。 
地質：地点ごとに、地表地質調査、ボーリング調査、弾性波調査、室内試験並びに骨材材

料試験。 
同現地再委託業務の概算数量は以下のとおりである。 
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７－３ 環境社会配慮に関する留意事項 

（1）マスタープラン（M/P）及びプレ F/S 時点での環境影響評価（EIA）及び初期環境影響評価

（IEE） 
インドネシアの環境法制度上は M/P 及びプレ F/S 時点で、EIA 及び IEE の義務づけはない。

したがって、JICA ガイドラインに従って IEE レベルの調査を実施することになるが、可能な

限りカウンターパートサイドで実施できるよう技術指導をすることが重要である。 
 
（2）情報公開の時期と対象者 

水力開発については過去にインドネシア政府が住民との契約を誠実に実行しなかったた

め住民の声をまとめて NGO が提訴に持ち込んだケースがあると聞き及んでいる。インドネ

シア国内及び国際的な NGO が神経質になっているとしても、インドネシアにとって電力開

発が国の死活問題だとすれば、早い時期に NGO の基本的な考えを把握しておく必要がある。

事業者である MEMR の意見を尊重するのは当然であるが、可能であれば、第 1 ステージの

ステークホルダーミーティングに招待して意見を聞くか、それ以前に接触をもって彼らの見

解の本質を見極めることが必要である。 
 

（3）サイト選定 

本件準備調査でサイト選定のクライテリアを設定したが、縮尺 5 万分の 1 及び 2 万 5,000

万分の 1 の地形図上で判断するのは困難な面もある。したがって、プレ F/S 対象候補地とし

て選定されたサイトであっても、現地調査の結果、障害となる事実が判明した場合は、サイ

ト選定業務までフィードバックして再選定を行うよう留意することが重要である。 
 

（4）プレ F/S 対象地域の現地調査 

現地調査では、移転対象家屋数をカウントすることになるが、重要なのは対象住民の意識

の問題である。ある研究論文によると「インドネシア人に面接式アンケートを実施しても事

実を把握することは困難である。なぜなら、彼らは面接者が求めている回答を推測しそれに

合わせようと気を使うからである」とあり、パブリックヒアリングの難しさを感じるが、何

らかの工夫をして住民の率直な意見を聴取し、遭遇する課題に事前に対処する必要がある。 
 

（5）環境社会配慮担当者の業務 

環境社会配慮担当者は、以下に示す程度のアサインが必要になると推定される。 
ステージ 1：1.5 カ月 

ステージ 3：1 カ月＋1 カ月＝2 カ月 

ステージ 4：1 カ月 
計  ：4.5 カ月 

 

（6）現地再委託業務の内容と概算数量 
現地調査の概算数量は以下に示す。 

調査団の構成は、主任、植物、動物、社会、経済、助手 2 名の計 7 名で、1 サイト当たり

現地調査 5 日、既存資料の収集分析を含む内業 5 日とする。移動は 5 サイト×7 名とした。 
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